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に
「
車
に
乗
る
に
は
必
ず
ま
っ
す
ぐ
立
っ
て
綱
を
し
っ
か
り
握
る
。
乗
っ
た
ら

き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
車
中
か
ら
外
を
見
な
い
」
と
い
う
。
人
が
見
ら
れ
る
の
を
意
識

し
て
い
な
い
時
を
狙
っ
て
、人
の
短
所
を
見
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。『
礼
記
』

（
曲
礼
）
に
「
戸
口
に
二
足
履
物
が
あ
る
と
き
は
中
に
入
ら
な
い
。
正
堂
に
上

が
る
と
き
は
か
な
ら
ず
声
を
か
け
る
」
と
あ
る
。
家
で
す
ら
こ
う
す
る
の
だ
か

ら
、
ま
し
て
や
上
級
官
吏
が
忍
び
で
吏
民
を
探
っ
て
よ
い
も
の
か
。（
孔
子
が

子
路
に
言
わ
せ
た
よ
う
に
）
君
子
が
仕
え
る
の
は
、
道
を
行
う
た
め
で
あ
る
。

民
に
徳
の
手
本
を
見
せ
な
い
で
こ
ん
な
詐
術
を
教
え
た
ら
ど
う
な
る
か
。
か
つ

て
功
曹
に
選
任
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
名
刺
を
差
し
出
し
贈
り
物
を
し
て
太
守
に

仕
え
た
の
で
あ
る
。
不
都
合
を
し
で
か
し
た
の
な
ら
、
落
ち
着
い
て
退
職
を
願

い
出
る
べ
き
だ
。古
も
放
逐
の
沙
汰
を
待
っ
て
立
ち
去
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

冠
を
と
り
蓬
髪
に
な
っ
て
、
自
由
勝
手
に
官
を
去
っ
て
よ
い
も
の
か
。
傲
岸
に

天
常
に
逆
ら
い
、
君
父
を
な
み
す
る
行
い
だ
。『
尚
書
』
洪
範
に
臣
と
し
て
行

う
べ
き
五
事
を
陳
述
し
て
、「
貌
」
を
一
番
に
し
て
い
る
。『
孝
経
』
は
卿
大
夫

の
三
法
を
並
べ
、「
服
」
を
一
番
に
し
て
い
る
。（
官
吏
は
き
ち
ん
と
衣
冠
を
整

え
て
外
に
出
る
べ
き
な
の
だ
。）
趙
仲
讓
は
故
郷
の
家
に
は
耕
地
が
あ
り
、
さ

ら
に
官
吏
と
し
て
俸
禄
を
い
た
だ
い
て
い
る
。凍
餒
の
心
配
な
ど
な
い
は
ず
で
、

お
上
の
恩
恵
を
あ
て
に
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
だ
。
そ
れ
な
の
に
冠
を
取
っ
た

り
衣
服
を
脱
い
で
裸
に
な
っ
た
り
礼
に
反
す
る
行
い
を
し
た
。
河
内
郡
は
殷
の

旧
都
が
あ
っ
た
地
で
あ
る
。
周
は
殷
を
滅
ぼ
し
た
あ
と
、
そ
の
畿
内
を
三
国
に

分
け
た
が
、
武
王
の
死
後
叛
乱
を
起
こ
し
た
。
周
公
が
平
定
し
た
後
、
こ
の
地

を
治
め
た
康
叔
の
遺
風
は
消
え
た
が
、
紂
の
影
響
は
依
然
と
し
て
遺
っ
た
。
そ

こ
で
こ
の
地
の
風
俗
は
士
大
夫
が
尊
大
で
大
言
を
好
む
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
実

行
が
伴
わ
な
い
の
で
あ
る
。
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委
贄
於
君
、
書
名
於
册
、
示
必
死
也
。」

（
21
）『
公
羊
傳
』
宣
公
元
年
「
古
者
大
夫
已
去
、
三
年
待
放
。」

（
22
）
呉
樹
平
と
王
利
器
は
孫
詒
讓
『
札
迻
』
の
「
道
則
當
作
首
」
を
引
き
、

王
利
器
は
ま
た
「
首
・
道
古
通
」
と
い
う
。

（
23
）『
左
傳
』
文
公
十
八
年
「
季
文
子
使
大
史
克
對
曰
…
顓
頊
有
不
才
子
、

不
可
教
訓
、
不
知
話
言
、
告
之
則
頑
、
舍
之
則
嚚
、
傲
很
明
德
、
以
亂
天
常
、

天
下
之
民
、
謂
之
檮
杌
。」

（
24
）『
尚
書
』
洪
範
「
箕
子
乃
言
曰
…
二
、五
事
、
一
曰
貌
、
二
曰
言
、
三
曰

視
、
四
曰
聽
、
五
曰
思
。
貌
曰
恭
、
言
曰
從
、
視
曰
明
、
聽
曰
聰
、
思
曰
睿
。

恭
作
肅
、
從
作
乂
、
明
作
晢
、
聰
作
謀
、
睿
作
聖
。」

（
25
）『
孝
經
』
卿
大
夫
章
「
非
先
王
之
法
、
服
不
敢
服
、
非
先
王
之
法
、
言

不
敢
道
、
非
先
王
之
德
、
行
不
敢
行
。」

（
26
）『
羣
書
拾
補
』
は
六
字
皆
衍
文
と
す
る
。
呉
樹
平
は
「
何
不
體
若
此
也
」

に
作
る
べ
き
と
い
い
、「
不
體
」
は
裸
に
な
っ
て
シ
ラ
ミ
を
取
っ
た
こ
と
を

指
す
と
い
う
。
趙
泓
は
『
左
傳
』
定
公
十
五
年
「
嘉
事
不
體
、何
以
能
久
。」

楊
伯
峻
注
「
體
即
禮
也
。
體
與
禮
古
本
可
通
」
を
引
き
「
不
體
、
不
遵
守
禮

制
」
と
い
う
。
ま
た
「
利
、
順
応
」
と
い
う
。
こ
れ
に
従
う
。

（
27
）『
漢
書
』地
理
志
下「
河
内
本
殷
之
舊
都
、周
既
滅
殷
、分
其
畿
内
爲
三
國
、

詩
風
邶
・
庸
・
衞
是
也
。
邶
、
以
封
紂
子
武
庚
、
庸
、
管
叔
尹
之
、
衞
、
蔡

叔
尹
之
。
以
監
殷
民
、謂
之
三
監
。
故
書
序
曰
武
王
崩
、三
監
畔
。
周
公
誅
之
、

盡
以
其
地
封
弟
康
叔
、
號
曰
孟
侯
、
以
夾
輔
周
室
。
…
康
叔
之
風
既
歇
、
而

紂
之
化
猶
存
、故
俗
剛
彊
、多
豪
桀
侵
奪
、薄
恩
禮
、好
生
分
。」
師
古
曰
「
武

庚
即
祿
父
也
。
尹
、
主
也
。
管
叔
蔡
叔
皆
武
王
之
弟
。
生
分
、
謂
父
母
在
而

昆
弟
不
同
財
産
。」『
後
漢
書
』
郡
國
志
一
「
河
内
郡
…
朝
歌
、
紂
所
都
居
、

南
有
牧
野
、
北
有
邶
國
、
南
有
寧
鄕
、
蕩
陰
有
羑
里
城
。」「
激
」
は
「
歇
」

に
作
る
べ
き
だ
ろ
う
。

〔
訳
〕

　
江
夏
太
守
、
河
内
郡
の
趙
仲
讓
は
か
つ
て
司
隷
の
茂
才
に
推
挙
さ
れ
、
高
唐

令
に
な
っ
た
時
、
密
か
に
小
さ
な
車
に
乗
っ
て
た
だ
ち
に
高
唐
県
へ
行
っ
た
。

姓
名
を
変
え
て
、
都
亭
の
宿
舎
に
十
日
余
り
泊
ま
り
、
黙
っ
て
市
や
里
に
入
り

込
み
、
風
俗
を
観
察
し
た
。
終
わ
る
と
亭
長
を
呼
び
、
新
し
い
県
令
は
誰
で
、

ど
の
官
か
ら
の
転
任
か
、
何
時
到
着
す
る
か
、
な
ど
を
問
う
た
。
亭
長
が
「
県

が
も
う
吏
を
迎
え
に
い
か
せ
た
の
で
、
ま
も
な
く
動
静
が
わ
か
る
だ
ろ
う
」
と

答
え
る
と
、「
私
が
ま
さ
し
く
そ
の
県
令
だ
」
と
い
っ
た
。
亭
長
は
怖
れ
、
あ

わ
て
て
拝
謁
し
、
終
わ
る
と
す
ぐ
に
県
吏
に
到
着
を
報
告
し
た
。
そ
の
日
の
う

ち
に
官
舎
に
入
り
、
そ
れ
か
ら
郡
府
に
拝
謁
し
た
。
数
十
日
経
つ
と
、
理
由
も

な
く
県
を
去
っ
た
。
河
内
郡
の
功
曹
に
な
っ
た
と
き
は
、
自
分
が
選
任
し
た
吏

が
あ
ま
り
使
い
物
に
な
ら
な
い
と
、
発
狂
し
た
と
言
っ
て
、
冠
も
か
ぶ
ら
ず
頭

を
ぼ
さ
ぼ
さ
に
し
て
郡
府
の
門
を
走
り
出
て
い
っ
た
。
太
守
は
彼
に
か
ね
て
か

ら
名
声
が
あ
っ
た
の
で
、
忍
ん
で
罪
に
問
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
大
将
軍
梁
冀

の
従
事
中
郎
と
な
っ
た
。
冬
に
役
所
の
庭
の
日
だ
ま
り
で
着
物
を
脱
い
で
シ
ラ

ミ
を
捕
り
、
お
わ
る
と
素
っ
裸
の
ま
ま
ご
ろ
ん
と
横
に
な
っ
て
い
た
。
大
将
軍

の
夫
人
襄
城
君
が「
不
潔
で
す
。
す
ぐ
に
取
り
調
べ
て
下
さ
い
」と
言
っ
た
が
、

将
軍
は
嘆
息
し
て
「
趙
従
事
は
最
高
の
高
士
だ
か
ら
（
そ
れ
は
で
き
な
い
）」

と
い
っ
た
。
他
に
も
こ
の
よ
う
な
事
は
い
く
つ
も
あ
っ
た
。

　
謹
ん
で
考
究
い
た
し
ま
す
。『
詩
経
』
大
雅
仮
楽
に
「（
成
王
は
）
道
を
誤
ら

な
い
よ
う
に
忘
れ
な
い
よ
う
に
、（
周
公
の
定
め
た
）
古
い
礼
法
に
従
い
の
っ

と
る
」
と
あ
り
、『
左
氏
伝
』
に
「
古
い
典
籍
は
な
く
し
て
は
い
け
な
い
」
と

い
う
。
そ
も
そ
も
官
吏
を
置
き
、
鐘
律
度
量
を
定
め
る
の
で
、
身
分
秩
序
が
維

持
さ
れ
、
天
下
の
人
々
に
僭
上
さ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
今
趙
仲
讓
は
、
県
に
着

任
す
る
前
に
郡
府
に
拝
謁
す
る
と
い
う
決
ま
り
を
破
っ
て
、
た
だ
ち
に
県
に
行

き
、
吏
民
を
偵
察
し
、
そ
れ
か
ら
や
っ
と
官
舎
に
入
っ
た
。『
論
語
』（
郷
党
）
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民
所
安
定
也
。
亭
有
樓
、從
高
省
、丁
聲
也
。
漢
家
因
秦
、大
率
十
里
一
亭
。

亭
、
留
也
。
今
語
有
亭
留
亭
待
、
蓋
行
旅
宿
食
之
所
館
也
。
亭
亦
平
也
。
民

有
訟
諍
、吏
留
辯
處
、勿
失
其
正
也
。」
百
官
志
五
「
亭
有
亭
長
、以
禁
盗
賊
。

本
注
曰
亭
長
、
主
求
捕
盗
賊
、
承
望
都
尉
。」
劉
昭
注
「
風
俗
通
曰
亭
吏
舊

名
負
弩
、改
爲
長
、或
謂
亭
父
。」安
・
熊
前
掲
書
は
、城
市
内
の
亭
を「
都
亭
」

と
い
い
郷
村
中
の
亭
を
「
郷
亭
」
と
い
う
、と
す
る
。「
第
二
篇
第
三
章
県
」

参
照
。『
後
漢
書
』皇
后
紀
下（
何
后
）李
注「
凡
言
都
亭
者
、並
城
内
亭
也
。」

（
５
）
百
官
志
五
「（
郡
）
皆
置
諸
曹
掾
史
。
本
注
曰
諸
曹
略
如
公
府
曹
、
無

東
西
曹
。
有
功
曹
史
、
主
選
署
功
勞
。
有
五
官
掾
、
署
功
曹
及
諸
曹
事
。
其

監
屬
縣
、
有
五
部
督
郵
、
曹
掾
一
人
。」
功
曹
は
郡
吏
の
任
免
、
賞
罰
を
掌

握
し
て
い
た
。
安
・
熊
前
掲
書
「
第
二
篇
第
二
章
郡
」
参
照
。

（
６
）
梁
冀
は
大
将
軍
梁
商
の
子
、
安
定
郡
烏
氏
の
人
、
妹
二
人
は
順
帝
、
桓

帝
の
皇
后
。
外
戚
と
し
て
二
十
年
近
く
専
権
を
ふ
る
い
、彼
を「
跋
扈
將
軍
」

と
呼
ん
だ
質
帝
を
毒
殺
す
る
な
ど
し
た
。
延
熹
二
（
一
五
九
）
年
、
梁
皇
后

の
死
を
機
に
、
桓
帝
は
梁
冀
の
排
除
を
決
行
し
、
大
将
軍
の
印
綬
を
剥
奪
、

梁
冀
と
妻
は
自
殺
し
た
。『
後
漢
書
』
孝
順
帝
紀
「
永
和
六
（
一
四
一
）
年

八
月
丙
辰
、
大
將
軍
梁
商
薨
。
壬
戌
、
河
南
尹
梁
冀
爲
大
將
軍
。」

（
７
）
百
官
志
一
「
將
軍
…
長
史
・
司
馬
皆
一
人
、
千
石
。
本
注
曰
、
司
馬
主

兵
、
如
太
尉
。
従
事
中
郞
二
人
、
六
百
石
。
本
注
曰
、
職
參
謀
議
。」

（
８
）『
後
漢
書
』
梁
統
列
傳
「
和
平
元
（
一
五
〇
）
年
、
重
增
封
冀
萬
戸
、

并
前
所
襲
合
三
萬
戸
。
弘
農
人
宰
宣
素
性
佞
邪
、
欲
取
媚
於
冀
、
乃
上
言
大

將
軍
有
周
公
之
功
、
今
既
封
諸
子
、
則
其
妻
宜
爲
邑
君
。
詔
遂
封
冀
妻
孫
壽

爲
襄
城
君
、
兼
食
陽
翟
租
、
歳
入
五
千
萬
、
加
賜
赤
紱
、
比
長
公
主
。」

（
９
）『
詩
經
』
大
雅
假
樂
「
不
愆
不
忘
、
率
由
舊
章
。」

（
10
）『
春
秋
』
哀
公
三
年
「
五
月
辛
卯
、
桓
宮
僖
宮
災
。」『
左
傳
』「
季
桓
子

至
、
御
公
立
于
象
魏
之
外
、
命
救
火
者
、
傷
人
則
止
、
財
可
爲
也
。
命
藏
象

魏
、
曰
舊
章
不
可
亡
也
。」

（
11
）『
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
下
「
建
武
六
（
三
〇
）
年
六
月
辛
卯
、
詔
曰
夫

張
官
置
吏
、
所
以
爲
人
也
。」
李
注
「
管
子
曰
張
官
置
吏
、
所
以
奉
主
之
法
。」 

（
12
）『
左
傳
』
文
公
六
年
「
君
子
曰
（
秦
の
穆
公
が
子
車
氏
の
三
子
を
殉
死

さ
せ
た
こ
と
を
批
判
し
て
）
古
之
王
者
、
知
命
之
不
長
。
是
以
並
建
聖
哲
、

樹
之
風
聲
、
分
之
采
物
、
著
之
話
言
、
爲
之
律
度
、
…
」
杜
注
「
鐘
律
度
量
、

所
以
治
暦
明
時
。」

（
13
）『
國
語
』
晉
語
四
「
司
空
季
子
曰
…
乃
能
攝
固
、
保
其
土
房
。」
韋
昭
注

「
攝
、
持
也
。」

（
14
）『
左
傳
』桓
公
二
年「
…
師
服
曰
…
士
有
隷
子
弟
、庶
人
工
商
、各
有
分
親
、

皆
有
等
衰
。
是
以
民
服
事
其
上
、而
下
無
覬
覦
。」
杜
注
「
下
不
冀
望
上
位
。」

（
15
）『
論
語
』鄕
黨「
升
車
、必
正
立
執
綏
、車
中
不
内
顧
、不
疾
言
、不
親
指
。」

（
16
）『
禮
記
』曲
禮
上「
將
適
舍
、求
毋
固
。
將
上
堂
、聲
必
揚
。
戸
外
有
二
屨
、

言
聞
則
入
、
言
不
聞
則
不
入
。」

（
17
）『
漢
書
』
景
帝
紀
「
中
元
六
年
五
月
、
詔
曰
夫
吏
者
、
民
之
師
也
、
車

駕
衣
服
宜
稱
。
吏
六
百
石
以
上
、皆
長
吏
也
、亡
度
者
或
不
吏
服
、出
入
閭
里
、

與
民
亡
異
。」百
官
公
卿
表
上「
縣
令
・
長
、皆
秦
官
、掌
治
其
縣
。…
皆
有
丞
・

尉
、
秩
四
百
石
至
二
百
石
、
是
爲
長
吏
。」

（
18
）『
論
語
』
微
子
「
子
路
曰
…
君
子
之
仕
也
、
行
其
義
也
。
道
之
不
行
、

已
知
之
矣
。」

（
19
）『
左
傳
』僖
公
二
十
三
年「
冬
懷
公
執
狐
突
曰
子
來
則
免
。對
曰
子
之
能
仕
、

父
教
之
忠
。
古
之
制
也
、
策
名
委
質
、
貳
乃
辟
也
。
…
乃
殺
之
。
卜
偃
稱
疾

不
出
。
曰
…
民
不
見
德
、
而
唯
戮
是
聞
、
其
何
後
之
有
。」

（
20
）
注
（
19
）
引
『
左
傳
』
杜
注
「
名
書
於
所
臣
之
策
、
屈
膝
而
君
事
之
則

不
可
以
貳
辟
罪
也
。」『
國
語
』
晉
語
九
「
委
質
爲
臣
、
無
有
二
心
。
委
質
而

策
死
、
古
之
法
也
。」
韋
昭
注
「
質
、
贄
也
。
士
贄
以
雉
、
委
贄
而
退
。
言

（
九
）
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委
贄
於
君
、
書
名
於
册
、
示
必
死
也
。」

（
21
）『
公
羊
傳
』
宣
公
元
年
「
古
者
大
夫
已
去
、
三
年
待
放
。」

（
22
）
呉
樹
平
と
王
利
器
は
孫
詒
讓
『
札
迻
』
の
「
道
則
當
作
首
」
を
引
き
、

王
利
器
は
ま
た
「
首
・
道
古
通
」
と
い
う
。

（
23
）『
左
傳
』
文
公
十
八
年
「
季
文
子
使
大
史
克
對
曰
…
顓
頊
有
不
才
子
、

不
可
教
訓
、
不
知
話
言
、
告
之
則
頑
、
舍
之
則
嚚
、
傲
很
明
德
、
以
亂
天
常
、

天
下
之
民
、
謂
之
檮
杌
。」

（
24
）『
尚
書
』
洪
範
「
箕
子
乃
言
曰
…
二
、五
事
、
一
曰
貌
、
二
曰
言
、
三
曰

視
、
四
曰
聽
、
五
曰
思
。
貌
曰
恭
、
言
曰
從
、
視
曰
明
、
聽
曰
聰
、
思
曰
睿
。

恭
作
肅
、
從
作
乂
、
明
作
晢
、
聰
作
謀
、
睿
作
聖
。」

（
25
）『
孝
經
』
卿
大
夫
章
「
非
先
王
之
法
、
服
不
敢
服
、
非
先
王
之
法
、
言

不
敢
道
、
非
先
王
之
德
、
行
不
敢
行
。」

（
26
）『
羣
書
拾
補
』
は
六
字
皆
衍
文
と
す
る
。
呉
樹
平
は
「
何
不
體
若
此
也
」

に
作
る
べ
き
と
い
い
、「
不
體
」
は
裸
に
な
っ
て
シ
ラ
ミ
を
取
っ
た
こ
と
を

指
す
と
い
う
。
趙
泓
は
『
左
傳
』
定
公
十
五
年
「
嘉
事
不
體
、何
以
能
久
。」

楊
伯
峻
注
「
體
即
禮
也
。
體
與
禮
古
本
可
通
」
を
引
き
「
不
體
、
不
遵
守
禮

制
」
と
い
う
。
ま
た
「
利
、
順
応
」
と
い
う
。
こ
れ
に
従
う
。

（
27
）『
漢
書
』地
理
志
下「
河
内
本
殷
之
舊
都
、周
既
滅
殷
、分
其
畿
内
爲
三
國
、

詩
風
邶
・
庸
・
衞
是
也
。
邶
、
以
封
紂
子
武
庚
、
庸
、
管
叔
尹
之
、
衞
、
蔡

叔
尹
之
。
以
監
殷
民
、謂
之
三
監
。
故
書
序
曰
武
王
崩
、三
監
畔
。
周
公
誅
之
、

盡
以
其
地
封
弟
康
叔
、
號
曰
孟
侯
、
以
夾
輔
周
室
。
…
康
叔
之
風
既
歇
、
而

紂
之
化
猶
存
、故
俗
剛
彊
、多
豪
桀
侵
奪
、薄
恩
禮
、好
生
分
。」
師
古
曰
「
武

庚
即
祿
父
也
。
尹
、
主
也
。
管
叔
蔡
叔
皆
武
王
之
弟
。
生
分
、
謂
父
母
在
而

昆
弟
不
同
財
産
。」『
後
漢
書
』
郡
國
志
一
「
河
内
郡
…
朝
歌
、
紂
所
都
居
、

南
有
牧
野
、
北
有
邶
國
、
南
有
寧
鄕
、
蕩
陰
有
羑
里
城
。」「
激
」
は
「
歇
」

に
作
る
べ
き
だ
ろ
う
。

〔
訳
〕

　
江
夏
太
守
、
河
内
郡
の
趙
仲
讓
は
か
つ
て
司
隷
の
茂
才
に
推
挙
さ
れ
、
高
唐

令
に
な
っ
た
時
、
密
か
に
小
さ
な
車
に
乗
っ
て
た
だ
ち
に
高
唐
県
へ
行
っ
た
。

姓
名
を
変
え
て
、
都
亭
の
宿
舎
に
十
日
余
り
泊
ま
り
、
黙
っ
て
市
や
里
に
入
り

込
み
、
風
俗
を
観
察
し
た
。
終
わ
る
と
亭
長
を
呼
び
、
新
し
い
県
令
は
誰
で
、

ど
の
官
か
ら
の
転
任
か
、
何
時
到
着
す
る
か
、
な
ど
を
問
う
た
。
亭
長
が
「
県

が
も
う
吏
を
迎
え
に
い
か
せ
た
の
で
、
ま
も
な
く
動
静
が
わ
か
る
だ
ろ
う
」
と

答
え
る
と
、「
私
が
ま
さ
し
く
そ
の
県
令
だ
」
と
い
っ
た
。
亭
長
は
怖
れ
、
あ

わ
て
て
拝
謁
し
、
終
わ
る
と
す
ぐ
に
県
吏
に
到
着
を
報
告
し
た
。
そ
の
日
の
う

ち
に
官
舎
に
入
り
、
そ
れ
か
ら
郡
府
に
拝
謁
し
た
。
数
十
日
経
つ
と
、
理
由
も

な
く
県
を
去
っ
た
。
河
内
郡
の
功
曹
に
な
っ
た
と
き
は
、
自
分
が
選
任
し
た
吏

が
あ
ま
り
使
い
物
に
な
ら
な
い
と
、
発
狂
し
た
と
言
っ
て
、
冠
も
か
ぶ
ら
ず
頭

を
ぼ
さ
ぼ
さ
に
し
て
郡
府
の
門
を
走
り
出
て
い
っ
た
。
太
守
は
彼
に
か
ね
て
か

ら
名
声
が
あ
っ
た
の
で
、
忍
ん
で
罪
に
問
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
大
将
軍
梁
冀

の
従
事
中
郎
と
な
っ
た
。
冬
に
役
所
の
庭
の
日
だ
ま
り
で
着
物
を
脱
い
で
シ
ラ

ミ
を
捕
り
、
お
わ
る
と
素
っ
裸
の
ま
ま
ご
ろ
ん
と
横
に
な
っ
て
い
た
。
大
将
軍

の
夫
人
襄
城
君
が「
不
潔
で
す
。
す
ぐ
に
取
り
調
べ
て
下
さ
い
」と
言
っ
た
が
、

将
軍
は
嘆
息
し
て
「
趙
従
事
は
最
高
の
高
士
だ
か
ら
（
そ
れ
は
で
き
な
い
）」

と
い
っ
た
。
他
に
も
こ
の
よ
う
な
事
は
い
く
つ
も
あ
っ
た
。

　
謹
ん
で
考
究
い
た
し
ま
す
。『
詩
経
』
大
雅
仮
楽
に
「（
成
王
は
）
道
を
誤
ら

な
い
よ
う
に
忘
れ
な
い
よ
う
に
、（
周
公
の
定
め
た
）
古
い
礼
法
に
従
い
の
っ

と
る
」
と
あ
り
、『
左
氏
伝
』
に
「
古
い
典
籍
は
な
く
し
て
は
い
け
な
い
」
と

い
う
。
そ
も
そ
も
官
吏
を
置
き
、
鐘
律
度
量
を
定
め
る
の
で
、
身
分
秩
序
が
維

持
さ
れ
、
天
下
の
人
々
に
僭
上
さ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
今
趙
仲
讓
は
、
県
に
着

任
す
る
前
に
郡
府
に
拝
謁
す
る
と
い
う
決
ま
り
を
破
っ
て
、
た
だ
ち
に
県
に
行

き
、
吏
民
を
偵
察
し
、
そ
れ
か
ら
や
っ
と
官
舎
に
入
っ
た
。『
論
語
』（
郷
党
）
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が
若
い
時
分
に
耕
作
し
買
っ
た
も
の
だ
か
ら
愛
着
が
あ
る
」
と
言
い
、
食
器
や

道
具
は
古
い
も
の
を
と
っ
て
「
長
ら
く
着
た
り
食
べ
た
り
す
る
の
に
使
っ
た
も

の
だ
か
ら
身
体
に
な
じ
ん
で
い
る
」
と
言
っ
た
。
外
に
対
し
て
は
折
半
と
言
っ

て
い
た
が
、
内
実
は
三
割
を
取
っ
た
だ
け
だ
っ
た
。
弟
の
子
が
財
産
を
そ
れ
ほ

ど
経
た
な
い
う
ち
に
な
く
し
て
し
ま
う
と
、
ま
た
分
け
て
や
り
、
こ
ん
な
こ
と

を
数
回
繰
り
返
し
た
。
袁
盎
は
三
人
の
兄
の
子
と
財
産
を
分
け
た
が
宗
家
の
た

め
に
費
や
し
た
と
称
賛
す
る
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
然
る
べ
き

や
り
方
だ
ろ
う
。『
論
語
』
に
「
泰
伯
は
三
た
び
天
下
を
末
弟
に
譲
っ
た
が
、

民
は
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
だ
れ
も
称
賛
し
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。

数
十
万
の
財
産
を
譲
っ
て
、
他
人
に
知
っ
て
も
ら
え
な
い
の
で
は
と
心
配
し
、

世
間
に
知
ら
れ
る
よ
う
借
家
住
ま
い
を
し
て
官
有
の
池
田
を
頼
る
な
ど
と
い
う

派
手
派
手
し
い
行
い
を
す
る
と
は
何
事
か
。（
泰
伯
の
奥
ゆ
か
し
さ
と
対
照
的

だ
。）
袁
盎
・
薛
孟
嘗
と
比
べ
て
も
そ
の
差
は
千
里
も
あ
る
。
一
般
に
同
居
が

上
で
、
別
居
し
て
も
財
産
を
融
通
し
合
う
の
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
譲
る
の
は
下
で

あ
る
。
ま
し
て
や
戴
幼
起
の
や
り
方
は
褒
め
る
ほ
ど
の
値
打
ち
は
な
い
。

８
（
江
夏
太
守
河
内
趙
仲
讓
）

　
江
夏
太
守
河
内
趙
仲
讓（
１
）、舉

司
隷
茂
材（
２
）、爲

高
唐
令（
３
）、密

乘
轝
車
徑
至
高
唐
、

變
易
名
姓
、
止
都
亭（
４
）中

十
餘
日
。
默
入
市
里
、
觀
省
風
俗
、
已
、
呼
亭
長
、
問

新
令
爲
誰
、從
何
官
來
、何
時
到
也
。
曰
「
縣
已
遣
吏
迎
、垂
有
起
居
。」
曰
「
正

我
是
也
。」
亭
長
怖
、遽
拜
謁
、竟
、便
具
吏
。
其
日
入
舍
、乃
謁
府
、數
十
日
、

無
故
便
去
。
爲
郡
功
曹（
５
）、

所
選
頗
有
不
用
、
因
稱
狂
、
亂
首
走
出
府
門
。
太
守

以
其
宿
有
重
名
、
忍
而
不
罪
。
後
爲
大
將
軍
梁
冀（
６
）從

事
中
郎（
７
）、

冬
月
坐
庭
中
、

向
日
解
衣
裘
捕
虱
、
已
、
因
傾
卧
、
厥
形
悉
表
露
。
將
軍
夫
人
襄
城
君（
８
）云

「
不

潔
清
、當
亟
推
問
。」將
軍
嘆
曰「
是
趙
從
事
、絶
高
士
也
。」他
事
若
此
非
一
也
。

　
謹
按
、
詩
云
「
不
愆
不
忘
、
率
由
舊
章（
９
）。」

左
氏
傳
曰
「
舊
章
不
可
無
也）
（（
（

。」

凡
張
官
置
吏）
（（
（

、
爲
之
律
度）
（（
（

、
故
能
攝
固）
（（
（

其
位
、
天
下
無
覬
覦）
（（
（

也
。
今
仲
讓
不
先

謁
府
、
乃
徑
到
縣
、
倶
諜
吏
民
、
爾
乃
入
舍
。
論
語
「
升
車
、
必
正
立
執
綏
、

不
内
顧）
（（
（

。」
不
掩
不
備
、
不
見
人
短
。
禮
記
「
戸
有
二
屨
、
不
入
。
將
上
堂
、

聲
必
揚）
（（
（

。」
家
且
猶
若
此
、
況
於
長
吏）
（（
（

乎
。「
君
子
之
仕
、
行
其
道
也）
（（
（

」。
民
未

見
德
、
唯
詐
是
聞）
（（
（

。
遠
薦
功
曹
、
策
名
委
質）
（（
（

、
就
有
不
合
、
當
徐
告
退
。
古
既

待
放）
（（
（

、
須
起
乃
逝
、
何
得
亂
道）
（（
（

、
進
退
自
由
、
傲
很
天
常）
（（
（

、
若
無
君
父
。
洪
範

陳
五
事
、
以
貌
爲
首）
（（
（

。
孝
經
列
三
法
、
以
服
爲
先）
（（
（

。
仲
讓
居
有
田
業
、
加
之
祿

賜
、
勢
可
免
凍
餒
之
厄
、
未
必
須
冬
日
之
煖
也
、
利
不
體
皆
此
也）
（（
（

。
河
内
、
殷

之
舊
都
、
國
分
爲
三
、
康
叔
之
風
既
激
、
而
紂
之
化
由
存
、
其
俗
士
大
夫
本
矜

好
大
言
、
而
少
實
行）
（（
（

。

〔
注
〕

（
１
）
趙
仲
讓
、
不
詳
。

（
２
）『
後
漢
書
』
郡
國
志
一
「
河
南
、
河
内
、
河
東
、
弘
農
、
京
兆
、
馮
翊
、

扶
風
、
右
司
隷
。」
百
官
志
四
「
司
隷
校
尉
一
人
、
比
二
千
石
。
本
注
曰
孝

武
帝
初
置
、持
節
、掌
察
舉
百
官
以
下
、及
京
師
近
郡
犯
法
者
。
元
帝
去
節
、

成
帝
省
、
建
武
中
復
置
、
并
領
一
州
。」
百
官
志
一
劉
昭
注
「
漢
官
目
録
曰
、

建
武
十
二
年
八
月
乙
未
詔
書
、
三
公
舉
茂
才
各
一
人
、
廉
吏
各
二
人
。
光
祿

歳
舉
茂
才
四
行
各
一
人
、
察
廉
吏
三
人
。
中
二
千
石
歳
察
廉
吏
各
一
人
、
廷

尉
・
大
司
農
各
二
人
。
將
兵
將
軍
歳
察
廉
吏
各
二
人
。
監
察
御
史
・
司
隷
・

州
牧
歳
舉
茂
才
各
一
人
。」
安
作
璋
・
熊
鉄
基
『
秦
漢
官
制
史
稿
』（
齊
魯
書

社
、
二
〇
〇
七
年
一
月
第
二
版
）
は
、
孝
廉
が
郡
挙
で
あ
る
の
に
対
し
茂
才

は
州
挙
で
人
数
も
少
な
く
、
孝
廉
よ
り
高
く
見
ら
れ
た
、
と
い
う
。「
第
三

篇
第
一
章
選
官
制
度
」
参
照
。

（
３
）
郡
國
志
四
に
よ
れ
ば
「
高
唐
縣
」
は
青
州
平
原
郡
に
属
す
る
。

（
４
）『
太
平
御
覽
』一
九
四「
風
俗
通
曰
謹
案
、春
秋
國
語
有
寓
望
、謂
金
亭
也
。
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可
能
性
が
あ
っ
た
。

（
４
）『
後
漢
書
』
郡
國
志
一
に
よ
れ
ば
陝
県
は
司
隷
弘
農
郡
に
属
す
る
。

（
５
）『
儀
禮
』
喪
服
「
傳
曰
…
故
父
子
、
首
足
也
。
夫
妻
、
牉
合
也
。
昆
弟
、

四
體
也
。
故
昆
弟
之
義
無
分
。
然
而
有
分
者
、
則
辟
子
之
私
也
。
子
不
私
其

父
、
則
不
成
爲
子
。
故
有
東
宮
、
有
西
宮
、
有
南
宮
、
有
北
宮
、
異
居
而
同

財
、
有
餘
則
歸
之
宗
、
不
足
則
資
之
宗
。」

（
６
） 

呉
樹
平
は
『
羣
書
拾
補
』
に
従
っ
て
「
首
」
を
「
身
」
に
改
め
、
さ

ら
に
「
田
可
粥
身
者
耳
」
と
す
べ
き
と
い
う
。
ま
た
「
粥
力
」
は
「
鬻
」
の

誤
り
で
は
な
い
か
と
い
う
。
こ
れ
に
従
う
。

（
７
）『
後
漢
書
』
劉
趙
淳
于
江
劉
周
趙
列
傳
「
安
帝
時
、
汝
南
薛
包
孟
嘗
、

好
學
篤
行
、
喪
母
、
以
至
孝
聞
。
…
」
父
の
後
妻
が
薛
包
を
憎
み
、
彼
を
分

家
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
日
夜
号
泣
し
て
家
を
去
ら
な
か
っ
た
の
で
杖
で
彼

を
打
っ
た
。
や
む
を
得
ず
、家
の
外
に
小
屋
を
建
て
て
住
み
、毎
朝
家
に
入
っ

て
掃
除
を
す
る
と
、
父
が
怒
っ
て
ま
た
追
い
払
っ
た
の
で
、
里
の
門
の
そ
ば

に
小
屋
を
建
て
て
住
み
朝
晩
の
孝
行
を
止
め
な
か
っ
た
。
父
母
は
恥
じ
て
彼

を
家
に
戻
し
た
。
父
母
が
亡
く
な
る
と
あ
わ
せ
て
六
年
服
喪
し
、
そ
の
後
弟

の
子
の
求
め
を
止
め
ら
れ
ず
財
産
を
分
与
し
た
。
そ
の
様
子
は
こ
こ
に
書
か

れ
て
い
る
の
に
ほ
ぼ
同
じ
。「
建
光
中
、
公
車
特
徴
、
至
、
拜
侍
中
。
包
性

恬
虚
、稱
疾
不
起
、以
死
自
乞
。
有
詔
賜
告
歸
、加
禮
如
毛
義
。
年
八
十
餘
、

以
壽
終
。」
黄
瓊
列
傳
に
太
中
大
夫
だ
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。

（
８
）「
子
弟
」
は
「
弟
子
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
９
）『
史
記
』
袁
盎
鼂
錯
列
傳
「
袁
盎
者
、
楚
人
也
、
字
絲
。」
文
帝
、
景
帝

の
時
の
重
臣
。『
史
記
』『
漢
書
』
と
も
こ
の
話
を
載
せ
な
い
。
呉
樹
平
、
王

利
器
と
も
『
論
衡
』
定
賢
論
「
袁
將
軍
再
與
兄
子
分
家
財
、多
有
以
爲
恩
義
」

を
引
く
。
管
見
の
限
り
、
諸
注
家
で
「
袁
將
軍
」
を
「
袁
盎
」
と
す
る
も
の

は
な
い
。

（
10
）『
論
語
』
泰
伯
「
子
曰
泰
伯
其
可
謂
至
德
也
已
矣
。
三
以
天
下
讓
、
民

無
得
而
稱
焉
。」

（
11
）
劉
楨
「
贈
徐
幹
詩
」「
仰
視
白
日
光
、
皦
皦
高
且
懸
。」

〔
訳
〕

　
汝
南
郡
の
戴
幼
起
は
、
父
母
に
対
す
る
三
年
の
服
喪
を
終
え
る
と
、
財
産
を

兄
に
譲
り
、
妻
子
と
と
も
に
家
を
出
て
借
家
住
ま
い
を
し
、
官
有
の
池
田
を
借

り
て
耕
作
し
た
。
郡
の
上
計
史
と
な
る
と
、
上
計
一
行
と
は
別
に
自
分
の
車
を

し
つ
ら
え
て
日
用
品
を
載
せ
、「
汝
南
太
守
上
計
史
戴
紹
車
」
と
表
示
し
た
。

そ
の
後
孝
廉
に
推
挙
さ
れ
て
陝
令
と
な
っ
た
。

　
謹
ん
で
考
究
い
た
し
ま
す
。
礼
の
義
に
「
兄
弟
は
四
肢
で
あ
り
分
か
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
が
自
分
の
親
に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
東
西
南
北
の
別
棟
に
そ
れ
ぞ
れ
分
か
れ
て
居
住
す
る
。
お
互
い
足
り
な
い

こ
と
が
あ
れ
ば
融
通
し
合
い
、
余
裕
が
で
き
れ
ば
宗
家
の
も
の
に
す
る
」
と
あ

る
。
こ
れ
は
兄
弟
が
分
家
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
い
う
。
だ
い
た
い
財
産
を

譲
る
と
い
う
の
は
、
相
手
は
子
や
弟
で
あ
る
の
が
一
般
だ
。
子
弟
は
な
お
幼
い

の
で
、恩
情
を
注
ぐ
が
、兄
に
与
え
る
と
い
う
の
は
な
い
だ
ろ
う
。
戴
幼
起
は
、

家
を
出
る
に
し
て
も
、
父
母
の
墓
の
傍
ら
に
住
め
ば
よ
か
っ
た
。
墓
域
に
小
屋

が
な
い
な
ら
、
宗
家
に
は
ま
だ
や
せ
た
耕
地
と
廬
が
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
こ

で
耕
作
し
て
家
族
を
養
え
ば
よ
か
っ
た
の
だ
。
な
ぜ
に
官
有
の
池
田
や
借
家
に

た
よ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
上
計
一
行
と
は
別
に
自
分
の
車
を
仕
立
て
た
の
に
、

車
に
「
汝
南
太
守
上
計
史
戴
紹
車
」
と
表
示
す
る
な
ど
、
虚
飾
で
あ
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。
戴
幼
起
と
同
時
に
辟
召
さ
れ
た
薛
孟
嘗
は
、
弟
の
子
と
同
居
し

て
い
た
が
、
弟
の
子
が
分
家
を
何
度
も
要
求
す
る
の
で
、
止
め
る
こ
と
が
で
き

ず
仕
方
な
く
分
家
を
承
知
し
た
。
欲
し
が
る
物
は
み
な
与
え
、
自
分
は
年
寄
り

の
奴
婢
を
と
っ
て
「
こ
の
者
は
私
と
ず
っ
と
一
緒
に
仕
事
を
し
て
き
た
か
ら
、

お
ま
え
に
は
使
え
な
い
だ
ろ
う
」
と
言
い
、荒
れ
た
田
と
ぼ
ろ
家
を
と
っ
て
「
私

（
七
）

應劭『風俗通義』過譽篇訳注稿（下）

が
若
い
時
分
に
耕
作
し
買
っ
た
も
の
だ
か
ら
愛
着
が
あ
る
」
と
言
い
、
食
器
や

道
具
は
古
い
も
の
を
と
っ
て
「
長
ら
く
着
た
り
食
べ
た
り
す
る
の
に
使
っ
た
も

の
だ
か
ら
身
体
に
な
じ
ん
で
い
る
」
と
言
っ
た
。
外
に
対
し
て
は
折
半
と
言
っ

て
い
た
が
、
内
実
は
三
割
を
取
っ
た
だ
け
だ
っ
た
。
弟
の
子
が
財
産
を
そ
れ
ほ

ど
経
た
な
い
う
ち
に
な
く
し
て
し
ま
う
と
、
ま
た
分
け
て
や
り
、
こ
ん
な
こ
と

を
数
回
繰
り
返
し
た
。
袁
盎
は
三
人
の
兄
の
子
と
財
産
を
分
け
た
が
宗
家
の
た

め
に
費
や
し
た
と
称
賛
す
る
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
然
る
べ
き

や
り
方
だ
ろ
う
。『
論
語
』
に
「
泰
伯
は
三
た
び
天
下
を
末
弟
に
譲
っ
た
が
、

民
は
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
だ
れ
も
称
賛
し
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。

数
十
万
の
財
産
を
譲
っ
て
、
他
人
に
知
っ
て
も
ら
え
な
い
の
で
は
と
心
配
し
、

世
間
に
知
ら
れ
る
よ
う
借
家
住
ま
い
を
し
て
官
有
の
池
田
を
頼
る
な
ど
と
い
う

派
手
派
手
し
い
行
い
を
す
る
と
は
何
事
か
。（
泰
伯
の
奥
ゆ
か
し
さ
と
対
照
的

だ
。）
袁
盎
・
薛
孟
嘗
と
比
べ
て
も
そ
の
差
は
千
里
も
あ
る
。
一
般
に
同
居
が

上
で
、
別
居
し
て
も
財
産
を
融
通
し
合
う
の
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
譲
る
の
は
下
で

あ
る
。
ま
し
て
や
戴
幼
起
の
や
り
方
は
褒
め
る
ほ
ど
の
値
打
ち
は
な
い
。

８
（
江
夏
太
守
河
内
趙
仲
讓
）

　
江
夏
太
守
河
内
趙
仲
讓（
１
）、舉

司
隷
茂
材（
２
）、爲

高
唐
令（
３
）、密

乘
轝
車
徑
至
高
唐
、

變
易
名
姓
、
止
都
亭（
４
）中

十
餘
日
。
默
入
市
里
、
觀
省
風
俗
、
已
、
呼
亭
長
、
問

新
令
爲
誰
、從
何
官
來
、何
時
到
也
。
曰
「
縣
已
遣
吏
迎
、垂
有
起
居
。」
曰
「
正

我
是
也
。」
亭
長
怖
、遽
拜
謁
、竟
、便
具
吏
。
其
日
入
舍
、乃
謁
府
、數
十
日
、

無
故
便
去
。
爲
郡
功
曹（
５
）、

所
選
頗
有
不
用
、
因
稱
狂
、
亂
首
走
出
府
門
。
太
守

以
其
宿
有
重
名
、
忍
而
不
罪
。
後
爲
大
將
軍
梁
冀（
６
）從

事
中
郎（
７
）、

冬
月
坐
庭
中
、

向
日
解
衣
裘
捕
虱
、
已
、
因
傾
卧
、
厥
形
悉
表
露
。
將
軍
夫
人
襄
城
君（
８
）云

「
不

潔
清
、當
亟
推
問
。」將
軍
嘆
曰「
是
趙
從
事
、絶
高
士
也
。」他
事
若
此
非
一
也
。

　
謹
按
、
詩
云
「
不
愆
不
忘
、
率
由
舊
章（
９
）。」

左
氏
傳
曰
「
舊
章
不
可
無
也）
（（
（

。」

凡
張
官
置
吏）
（（
（

、
爲
之
律
度）
（（
（

、
故
能
攝
固）
（（
（

其
位
、
天
下
無
覬
覦）
（（
（

也
。
今
仲
讓
不
先

謁
府
、
乃
徑
到
縣
、
倶
諜
吏
民
、
爾
乃
入
舍
。
論
語
「
升
車
、
必
正
立
執
綏
、

不
内
顧）
（（
（

。」
不
掩
不
備
、
不
見
人
短
。
禮
記
「
戸
有
二
屨
、
不
入
。
將
上
堂
、

聲
必
揚）
（（
（

。」
家
且
猶
若
此
、
況
於
長
吏）
（（
（

乎
。「
君
子
之
仕
、
行
其
道
也）
（（
（

」。
民
未

見
德
、
唯
詐
是
聞）
（（
（

。
遠
薦
功
曹
、
策
名
委
質）
（（
（

、
就
有
不
合
、
當
徐
告
退
。
古
既

待
放）
（（
（

、
須
起
乃
逝
、
何
得
亂
道）
（（
（

、
進
退
自
由
、
傲
很
天
常）
（（
（

、
若
無
君
父
。
洪
範

陳
五
事
、
以
貌
爲
首）
（（
（

。
孝
經
列
三
法
、
以
服
爲
先）
（（
（

。
仲
讓
居
有
田
業
、
加
之
祿

賜
、
勢
可
免
凍
餒
之
厄
、
未
必
須
冬
日
之
煖
也
、
利
不
體
皆
此
也）
（（
（

。
河
内
、
殷

之
舊
都
、
國
分
爲
三
、
康
叔
之
風
既
激
、
而
紂
之
化
由
存
、
其
俗
士
大
夫
本
矜

好
大
言
、
而
少
實
行）
（（
（

。

〔
注
〕

（
１
）
趙
仲
讓
、
不
詳
。

（
２
）『
後
漢
書
』
郡
國
志
一
「
河
南
、
河
内
、
河
東
、
弘
農
、
京
兆
、
馮
翊
、

扶
風
、
右
司
隷
。」
百
官
志
四
「
司
隷
校
尉
一
人
、
比
二
千
石
。
本
注
曰
孝

武
帝
初
置
、持
節
、掌
察
舉
百
官
以
下
、及
京
師
近
郡
犯
法
者
。
元
帝
去
節
、

成
帝
省
、
建
武
中
復
置
、
并
領
一
州
。」
百
官
志
一
劉
昭
注
「
漢
官
目
録
曰
、

建
武
十
二
年
八
月
乙
未
詔
書
、
三
公
舉
茂
才
各
一
人
、
廉
吏
各
二
人
。
光
祿

歳
舉
茂
才
四
行
各
一
人
、
察
廉
吏
三
人
。
中
二
千
石
歳
察
廉
吏
各
一
人
、
廷

尉
・
大
司
農
各
二
人
。
將
兵
將
軍
歳
察
廉
吏
各
二
人
。
監
察
御
史
・
司
隷
・

州
牧
歳
舉
茂
才
各
一
人
。」
安
作
璋
・
熊
鉄
基
『
秦
漢
官
制
史
稿
』（
齊
魯
書

社
、
二
〇
〇
七
年
一
月
第
二
版
）
は
、
孝
廉
が
郡
挙
で
あ
る
の
に
対
し
茂
才

は
州
挙
で
人
数
も
少
な
く
、
孝
廉
よ
り
高
く
見
ら
れ
た
、
と
い
う
。「
第
三

篇
第
一
章
選
官
制
度
」
参
照
。

（
３
）
郡
國
志
四
に
よ
れ
ば
「
高
唐
縣
」
は
青
州
平
原
郡
に
属
す
る
。

（
４
）『
太
平
御
覽
』一
九
四「
風
俗
通
曰
謹
案
、春
秋
國
語
有
寓
望
、謂
金
亭
也
。
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（
四
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期
に
朝
廷
に
取
り
立
て
ら
れ
た
。
段
遼
叔
の
長
子
は
名
を
旧
と
い
い
、
才
能
や

行
い
が
愚
鈍
だ
っ
た
が
、弟
の
髠
は
す
で
に
郷
党
の
中
で
名
を
知
ら
れ
て
い
た
。

五
世
公
は
広
漢
郡
に
着
任
す
る
と
、
補
佐
役
の
主
簿
に
言
っ
た
。「
わ
た
し
は

段
遼
叔
と
同
期
で
長
ら
く
厚
情
を
結
ん
で
い
た
が
、
残
念
な
こ
と
に
早
く
に
亡

く
な
っ
た
。
幸
い
に
彼
の
出
身
地
で
あ
る
こ
の
郡
に
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
、
今
年
は
そ
の
よ
し
み
で
子
息
を
推
挙
し
よ
う
と
思
う
。
も
し
落
ち
度
な

く
何
年
か
勤
め
ら
れ
れ
ば
、
だ
ん
だ
ん
と
ゆ
か
り
の
人
を
推
挙
し
目
刺
し
が
頭

を
並
べ
る
よ
う
に
官
途
に
就
か
せ
、
つ
つ
し
ん
で
友
情
に
違
わ
な
い
よ
う
に
し

た
い
。」
主
簿
の
柳
は
「
太
守
様
が
ご
友
人
の
葬
送
に
哀
悼
を
尽
く
し
祭
り
に

敬
意
を
お
示
し
に
な
り
、
途
絶
え
そ
う
な
家
を
復
興
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
し
か
し
実
は
兄
の
旧
よ
り
弟
の
髠
の
ほ
う
が
優
れ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か

ら
、髠
の
ほ
う
に
恩
を
お
授
け
に
な
る
の
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
」と
答
え
た
。

五
世
公
は
す
る
と
厳
し
い
声
で
「
男
が
こ
う
し
て
太
守
と
な
っ
て
、
子
ど
も
や

娘
で
も
推
挙
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
に
、
優
劣
の
こ
と
な
ど
構
わ
な
い
。
兄

を
捨
て
て
弟
を
用
い
る
な
ど
し
た
ら
、
こ
と
さ
ら
に
段
家
に
面
倒
を
起
こ
す
こ

と
に
な
る
。
そ
ん
な
こ
と
に
な
れ
ば
せ
っ
か
く
の
巡
り
合
わ
せ
が
あ
だ
に
な
っ

て
し
ま
う
」
と
い
い
、
結
局
兄
の
旧
を
推
挙
し
た
。
五
世
公
は
南
陽
郡
に
転
任

し
た
。
南
陽
郡
出
身
の
東
萊
太
守
の
蔡
伯
起
と
同
期
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
子
息

を
推
挙
し
よ
う
と
し
た
。
伯
起
は
自
分
か
ら
、
長
子
の
瓚
は
ま
だ
し
っ
か
り
し

て
い
な
い
が
、
弟
の
琰
の
ほ
う
は
幸
い
官
吏
と
し
て
や
っ
て
い
け
る
ま
で
に
成

長
し
て
い
る
か
ら
と
頼
ん
だ
。
そ
こ
で
こ
の
年
は
弟
を
推
挙
し
、
明
年
に
兄
の

瓚
を
推
挙
し
た
。
瓚
は
十
四
歳
に
な
っ
て
も
ま
だ
大
勢
の
中
に
出
て
い
く
こ
と

が
で
き
ず
、
い
つ
も
病
気
を
口
実
に
門
下
の
書
生
を
代
理
に
や
っ
て
交
際
さ
せ

て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
十
八
歳
に
な
っ
て
初
め
て
能
治
劇
の
科
に
取
り
立
て
ら

れ
、
江
夏
郡
平
春
長
に
任
命
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
「
臣
は
ま
だ
弱
冠
二
十
歳
に

な
っ
た
ば
か
り
で
、
一
県
を
治
め
る
任
に
は
堪
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
ど
う
か
宿
衛

の
官
に
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
」と
上
書
し
た
。
尚
書
は「
年

齢
を
か
さ
上
げ
し
て
能
治
劇
の
科
に
選
挙
さ
れ
て
お
き
な
が
ら
、
い
ざ
劇
県
の

長
に
任
命
さ
れ
る
と
年
齢
を
さ
げ
て
任
を
避
け
よ
う
と
し
た
」
と
弾
劾
し
、
瓚

を
免
官
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
詔
書
が
下
さ
れ
て
南
陽
郡
武
当
県
の
左
尉
に
左

遷
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
車
騎
将
軍
の
馮
緄
が
武
陵
蛮
夷
の
鎮
圧
に
南
征

し
て
き
た
。
馮
緄
は
蔡
伯
起
と
同
時
に
公
府
に
辟
召
さ
れ
た
縁
で
、
瓚
を
自
分

の
部
下
の
曲
軍
候
に
し
た
。
瓚
は
そ
の
後
家
に
帰
り
無
官
で
い
た
が
、
軍
功
に

よ
り
汝
南
郡
の
新
陽
長
と
な
り
、
最
後
の
官
は
下
邳
国
の
相
に
ま
で
な
っ
た
。

　
謹
ん
で
考
究
い
た
し
ま
す
。
古
は
孝
廉
推
挙
の
制
度
は
な
く
、
た
だ
諸
侯
が

天
子
に
士
を
献
上
す
る
貢
士
の
制
が
あ
る
の
み
だ
っ
た
。
恩
義
に
よ
り
貢
士
す

る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
経
伝
に
根
拠
は
な
い
。『
春
秋
』
で
は
諸
侯
が
朝
見

に
参
集
し
、（
諸
侯
が
帯
同
し
た
）
大
夫
た
ち
も
そ
れ
に
列
席
す
る
幸
い
に
預

か
っ
た
。（
そ
こ
で
交
際
が
生
じ
た
。）『
礼
記
』（
じ
つ
は
『
左
伝
』）
に
「
大

夫
は
死
去
し
て
三
月
経
て
か
ら
葬
り
、
国
外
の
同
位
の
大
夫
が
皆
弔
問
に
訪
れ

る
」
と
あ
る
。「
友
人
の
葬
送
に
哀
悼
を
尽
く
す
」
と
い
う
の
は
、
亡
き
友
人

の
子
弟
を
寵
愛
し
て
抜
擢
す
る
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
。
魯
の
大
夫
郈
成
叔

は
晋
に
使
い
す
る
途
中
衛
に
立
ち
寄
り
、
衛
の
大
夫
右
宰
穀
に
招
か
れ
て
酒
宴

を
開
い
て
も
て
な
し
て
も
ら
っ
た
が
、
音
楽
が
演
奏
さ
れ
て
も
右
宰
穀
は
楽
し

ま
な
か
っ
た
。
酒
宴
が
た
け
な
わ
と
な
る
と
、
右
宰
穀
は
郈
成
叔
に
璧
を
贈
っ

た
。（
郈
成
叔
は
晋
か
ら
帰
る
途
中
、
右
宰
穀
が
衛
の
内
乱
に
巻
き
込
ま
れ
て

死
ん
だ
こ
と
を
聞
い
た
。璧
を
自
分
に
寄
せ
た
右
宰
穀
の
心
情
を
く
み
取
っ
て
）

郈
成
叔
は
彼
の
妻
子
を
引
き
取
り
、
自
分
の
家
の
隣
に
住
ま
わ
せ
、
自
分
の
禄

を
分
け
て
養
い
、
そ
の
子
が
成
長
す
る
と
璧
を
返
し
た
。
孔
子
は
こ
の
こ
と
を

聞
く
と
、「（
君
亡
き
あ
と
）
代
理
で
政
事
を
担
当
し
、幼
少
の
君
を
ま
か
さ
れ
、

国
家
の
大
事
に
臨
ん
で
節
操
を
持
ち
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
だ
」
と
称
え

た
。
お
互
い
を
信
頼
し
支
え
る
と
い
う
義
は
、
こ
の
二
人
の
こ
と
の
な
か
に
具

（
五
）

應劭『風俗通義』過譽篇訳注稿（下）

現
し
て
い
る
。「
白
頭
に
な
る
ま
で
交
際
し
て
も
知
り
合
っ
た
ば
か
り
の
よ
う

に
よ
そ
よ
そ
し
い
。
道
で
行
き
会
い
車
蓋
を
接
し
て
言
葉
を
交
わ
し
た
だ
け
で

も
旧
友
の
よ
う
」
と
い
う
語
が
世
に
伝
わ
っ
て
い
る
。（
二
つ
の
違
い
は
お
互

い
を
理
解
し
認
め
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。）「
ほ
ん
の
わ
ず
か
の

食
べ
物
飲
み
物
も
木
陰
で
分
け
合
う
。」「
別
れ
に
臨
ん
で
い
つ
ま
で
も
離
れ
が

た
く
、
友
情
に
報
い
る
こ
と
を
念
じ
る
」
と
も
い
う
。（
こ
の
よ
う
に
真
の
友

人
は
見
返
り
を
求
め
な
い
も
の
な
の
に
）
同
期
の
相
手
に
も
の
も
い
え
ず
に
へ

り
く
だ
り
追
従
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。『
春
秋
』
は
褒
め
る
べ

き
は
褒
め
る
。
五
世
公
の
二
郡
で
の
推
挙
は
、
こ
れ
は
過
ち
で
あ
っ
て
褒
め
ら

れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
る
に
世
の
人
に
も
や
は
り
浅
薄
な
も
の
が
多
く
、

在
世
の
友
人
に
対
し
て
も
思
い
や
り
を
も
た
ず
、
亡
き
友
人
の
遺
族
に
対
し
て

も
手
厚
く
保
護
せ
ず
、
餓
寒
や
緊
急
の
事
態
に
も
、
落
ち
て
い
る
物
の
よ
う
に

扱
う
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
生
死
を
分
け
る
際
に
（
友
人
に
裏
切
ら
れ

て
）
刑
誅
を
受
け
る
は
め
に
な
る
者
も
い
る
。
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
心
が

あ
る
が
、
五
世
公
も
浅
薄
な
世
の
人
も
ど
ち
ら
も
適
切
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も

孝
廉
の
推
挙
や
官
吏
の
任
命
は
、
国
家
の
社
稷
と
民
生
に
関
わ
る
。
人
民
を
傷

め
る
こ
と
も
な
る
の
だ
か
ら
、
よ
く
よ
く
人
物
や
業
績
を
考
慮
し
て
後
々
の
こ

と
を
図
る
べ
き
な
の
だ
。

７
（
汝
南
戴
幼
起
）

　
汝
南
戴
幼
起（
１
）、

三
年
服
竟
、
讓
財
與
兄
、
將
妻
子
出
客
舍
中
住
、
官
池
田（
２
）以

耕
種
。
爲
上
計
史（
３
）、

獨
車
載
衣
資
、
表
「
汝
南
太
守
上
計
史
戴
紹
車
」。
後
舉

孝
廉
爲
陝
令（
４
）。

　
謹
按
、
禮
有
東
宮
西
宮
、
辟
子
之
私
、
不
足
則
資
、
有
餘
、
亦
歸
之
於
宗

也）
5
（

。
此
言
兄
弟
無
離
異
之
義
也
。
凡
讓
財
者
、
類
與
子
弟
、
子
弟
尚
幼
、
恩
情

注
、
希
有
與
兄
。
既
出
之
日
、
可
居
冢
下
。
冢
無
屋
、
宗
家
猶
有
羸
田
廬
、
田

可
首
粥
力
耳（
６
）、

何
必
官
池
客
舍
。
既
推
獨
車
、
復
表
其
上
、
爲
其
飾
僞
、
良
亦

昭
晰
。
幼
起
同
辟
有
薛
孟
嘗（
７
）者

、
與
弟
子
共
居
、
弟
子
常
求
分
、
力
不
能
止
、

固
乃
聽
之
、
都
與
、
奴
婢
引
其
老
者
、
曰
「
與
我
共
事
、
汝
不
能
使
之
。」
田

屋
取
其
荒
壞
者
、曰
「
我
少
時
所
作
買
、意
所
戀
也
。」
器
物
取
其
久
者
、曰
「
我

服
食
久
、
身
口
安
之
也
。」
外
有
共
分
之
名
、
内
實
十
三
耳
。
子
弟（
８
）無
幾
盡
之
、

輒
復
更
分
、如
此
者
數
。
傳
稱
袁
盎
三
兄
子
分
而
供
其
公
家
之
費（
９
）、此
則
然
矣
。

論
語
「
泰
伯
三
讓
、
民
無
得
而
稱
之
焉）

（（
（

。」
何
有
讓
數
十
萬
、
畏
人
而
不
知
、

欲
令
皦
皦）

（（
（

、乃
如
是
乎
。
方
之
袁
薛
、差
以
千
里
。
凡
同
居
、上
也
。
通
有
無
、

次
也
。
讓
、
其
下
耳
。
況
若
幼
起
、
仍
斯
不
足
貴
矣
。 

〔
注
〕

（
１
）
下
文
に
「
戴
紹
」
と
あ
る
の
で
、「
幼
起
」
は
字
で
あ
ろ
う
。
後
文
に
「
幼

起
同
辟
有
薛
孟
嘗
」
と
あ
る
。
薛
孟
嘗
は
「（
安
帝
）
建
光
中
（
一
二
一
）、

公
車
特
徴
、
至
、
拜
侍
中
。」
注
（
７
）
参
照
。 

（
２
）『
後
漢
書
』
肅
宗
孝
章
帝
紀
「
元
和
元
（
八
四
）
年
二
月
甲
戌
、
詔
曰

…
其
令
郡
國
募
人
無
田
欲
徙
它
界
就
肥
饒
者
、
恣
聽
之
。
到
在
所
、
賜
給
公

田
、
爲
雇
耕
傭
、
賃
種
餉
、
貰
與
田
器
、
勿
收
租
五
歳
、
除
筭
三
年
。
其
後

欲
還
本
郷
者
、
勿
禁
。」
孝
和
孝
殤
帝
紀
「
永
元
九
（
九
七
）
年
六
月
、
蝗
、

旱
。
戊
辰
詔
、
…
其
山
林
饒
利
、
陂
池
漁
採
、
以
贍
元
元
、
勿
收
假
税
。」

孝
安
帝
紀
「
永
初
元
（
一
〇
七
）
年
二
月
丙
午
、
以
廣
成
游
獵
地
及
被
灾
郡

國
公
田
假
與
貧
民
。」
な
ど
の
例
が
あ
る
。

（
３
）『
後
漢
書
』百
官
志
五「
毎
郡
置
太
守
一
人
、二
千
石
。
…
歳
盡
遣
吏
上
計
。

并
舉
孝
廉
、郡
口
二
十
萬
舉
一
人
。」孝
和
孝
殤
帝
紀「
永
元
十
四（
一
〇
二
）

年
、
是
歳
、
初
復
郡
國
上
計
補
郞
官
。」
李
注
「
前
書
音
義
曰
舊
制
、
使
郡

丞
奉
歳
計
、
武
帝
元
朔
中
令
郡
國
舉
孝
廉
各
一
人
與
計
偕
、
拜
爲
郞
中
。
中

廢
、
今
復
之
。」
上
計
史
と
な
っ
て
朝
廷
に
出
れ
ば
、
中
央
で
徴
辟
さ
れ
る
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期
に
朝
廷
に
取
り
立
て
ら
れ
た
。
段
遼
叔
の
長
子
は
名
を
旧
と
い
い
、
才
能
や

行
い
が
愚
鈍
だ
っ
た
が
、弟
の
髠
は
す
で
に
郷
党
の
中
で
名
を
知
ら
れ
て
い
た
。

五
世
公
は
広
漢
郡
に
着
任
す
る
と
、
補
佐
役
の
主
簿
に
言
っ
た
。「
わ
た
し
は

段
遼
叔
と
同
期
で
長
ら
く
厚
情
を
結
ん
で
い
た
が
、
残
念
な
こ
と
に
早
く
に
亡

く
な
っ
た
。
幸
い
に
彼
の
出
身
地
で
あ
る
こ
の
郡
に
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
、
今
年
は
そ
の
よ
し
み
で
子
息
を
推
挙
し
よ
う
と
思
う
。
も
し
落
ち
度
な

く
何
年
か
勤
め
ら
れ
れ
ば
、
だ
ん
だ
ん
と
ゆ
か
り
の
人
を
推
挙
し
目
刺
し
が
頭

を
並
べ
る
よ
う
に
官
途
に
就
か
せ
、
つ
つ
し
ん
で
友
情
に
違
わ
な
い
よ
う
に
し

た
い
。」
主
簿
の
柳
は
「
太
守
様
が
ご
友
人
の
葬
送
に
哀
悼
を
尽
く
し
祭
り
に

敬
意
を
お
示
し
に
な
り
、
途
絶
え
そ
う
な
家
を
復
興
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
し
か
し
実
は
兄
の
旧
よ
り
弟
の
髠
の
ほ
う
が
優
れ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か

ら
、髠
の
ほ
う
に
恩
を
お
授
け
に
な
る
の
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
」と
答
え
た
。

五
世
公
は
す
る
と
厳
し
い
声
で
「
男
が
こ
う
し
て
太
守
と
な
っ
て
、
子
ど
も
や

娘
で
も
推
挙
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
に
、
優
劣
の
こ
と
な
ど
構
わ
な
い
。
兄

を
捨
て
て
弟
を
用
い
る
な
ど
し
た
ら
、
こ
と
さ
ら
に
段
家
に
面
倒
を
起
こ
す
こ

と
に
な
る
。
そ
ん
な
こ
と
に
な
れ
ば
せ
っ
か
く
の
巡
り
合
わ
せ
が
あ
だ
に
な
っ

て
し
ま
う
」
と
い
い
、
結
局
兄
の
旧
を
推
挙
し
た
。
五
世
公
は
南
陽
郡
に
転
任

し
た
。
南
陽
郡
出
身
の
東
萊
太
守
の
蔡
伯
起
と
同
期
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
子
息

を
推
挙
し
よ
う
と
し
た
。
伯
起
は
自
分
か
ら
、
長
子
の
瓚
は
ま
だ
し
っ
か
り
し

て
い
な
い
が
、
弟
の
琰
の
ほ
う
は
幸
い
官
吏
と
し
て
や
っ
て
い
け
る
ま
で
に
成

長
し
て
い
る
か
ら
と
頼
ん
だ
。
そ
こ
で
こ
の
年
は
弟
を
推
挙
し
、
明
年
に
兄
の

瓚
を
推
挙
し
た
。
瓚
は
十
四
歳
に
な
っ
て
も
ま
だ
大
勢
の
中
に
出
て
い
く
こ
と

が
で
き
ず
、
い
つ
も
病
気
を
口
実
に
門
下
の
書
生
を
代
理
に
や
っ
て
交
際
さ
せ

て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
十
八
歳
に
な
っ
て
初
め
て
能
治
劇
の
科
に
取
り
立
て
ら

れ
、
江
夏
郡
平
春
長
に
任
命
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
「
臣
は
ま
だ
弱
冠
二
十
歳
に

な
っ
た
ば
か
り
で
、
一
県
を
治
め
る
任
に
は
堪
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
ど
う
か
宿
衛

の
官
に
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
」と
上
書
し
た
。
尚
書
は「
年

齢
を
か
さ
上
げ
し
て
能
治
劇
の
科
に
選
挙
さ
れ
て
お
き
な
が
ら
、
い
ざ
劇
県
の

長
に
任
命
さ
れ
る
と
年
齢
を
さ
げ
て
任
を
避
け
よ
う
と
し
た
」
と
弾
劾
し
、
瓚

を
免
官
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
詔
書
が
下
さ
れ
て
南
陽
郡
武
当
県
の
左
尉
に
左

遷
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
車
騎
将
軍
の
馮
緄
が
武
陵
蛮
夷
の
鎮
圧
に
南
征

し
て
き
た
。
馮
緄
は
蔡
伯
起
と
同
時
に
公
府
に
辟
召
さ
れ
た
縁
で
、
瓚
を
自
分

の
部
下
の
曲
軍
候
に
し
た
。
瓚
は
そ
の
後
家
に
帰
り
無
官
で
い
た
が
、
軍
功
に

よ
り
汝
南
郡
の
新
陽
長
と
な
り
、
最
後
の
官
は
下
邳
国
の
相
に
ま
で
な
っ
た
。

　
謹
ん
で
考
究
い
た
し
ま
す
。
古
は
孝
廉
推
挙
の
制
度
は
な
く
、
た
だ
諸
侯
が

天
子
に
士
を
献
上
す
る
貢
士
の
制
が
あ
る
の
み
だ
っ
た
。
恩
義
に
よ
り
貢
士
す

る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
経
伝
に
根
拠
は
な
い
。『
春
秋
』
で
は
諸
侯
が
朝
見

に
参
集
し
、（
諸
侯
が
帯
同
し
た
）
大
夫
た
ち
も
そ
れ
に
列
席
す
る
幸
い
に
預

か
っ
た
。（
そ
こ
で
交
際
が
生
じ
た
。）『
礼
記
』（
じ
つ
は
『
左
伝
』）
に
「
大

夫
は
死
去
し
て
三
月
経
て
か
ら
葬
り
、
国
外
の
同
位
の
大
夫
が
皆
弔
問
に
訪
れ

る
」
と
あ
る
。「
友
人
の
葬
送
に
哀
悼
を
尽
く
す
」
と
い
う
の
は
、
亡
き
友
人

の
子
弟
を
寵
愛
し
て
抜
擢
す
る
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
。
魯
の
大
夫
郈
成
叔

は
晋
に
使
い
す
る
途
中
衛
に
立
ち
寄
り
、
衛
の
大
夫
右
宰
穀
に
招
か
れ
て
酒
宴

を
開
い
て
も
て
な
し
て
も
ら
っ
た
が
、
音
楽
が
演
奏
さ
れ
て
も
右
宰
穀
は
楽
し

ま
な
か
っ
た
。
酒
宴
が
た
け
な
わ
と
な
る
と
、
右
宰
穀
は
郈
成
叔
に
璧
を
贈
っ

た
。（
郈
成
叔
は
晋
か
ら
帰
る
途
中
、
右
宰
穀
が
衛
の
内
乱
に
巻
き
込
ま
れ
て

死
ん
だ
こ
と
を
聞
い
た
。璧
を
自
分
に
寄
せ
た
右
宰
穀
の
心
情
を
く
み
取
っ
て
）

郈
成
叔
は
彼
の
妻
子
を
引
き
取
り
、
自
分
の
家
の
隣
に
住
ま
わ
せ
、
自
分
の
禄

を
分
け
て
養
い
、
そ
の
子
が
成
長
す
る
と
璧
を
返
し
た
。
孔
子
は
こ
の
こ
と
を

聞
く
と
、「（
君
亡
き
あ
と
）
代
理
で
政
事
を
担
当
し
、幼
少
の
君
を
ま
か
さ
れ
、

国
家
の
大
事
に
臨
ん
で
節
操
を
持
ち
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
だ
」
と
称
え

た
。
お
互
い
を
信
頼
し
支
え
る
と
い
う
義
は
、
こ
の
二
人
の
こ
と
の
な
か
に
具

（
五
）

應劭『風俗通義』過譽篇訳注稿（下）

現
し
て
い
る
。「
白
頭
に
な
る
ま
で
交
際
し
て
も
知
り
合
っ
た
ば
か
り
の
よ
う

に
よ
そ
よ
そ
し
い
。
道
で
行
き
会
い
車
蓋
を
接
し
て
言
葉
を
交
わ
し
た
だ
け
で

も
旧
友
の
よ
う
」
と
い
う
語
が
世
に
伝
わ
っ
て
い
る
。（
二
つ
の
違
い
は
お
互

い
を
理
解
し
認
め
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。）「
ほ
ん
の
わ
ず
か
の

食
べ
物
飲
み
物
も
木
陰
で
分
け
合
う
。」「
別
れ
に
臨
ん
で
い
つ
ま
で
も
離
れ
が

た
く
、
友
情
に
報
い
る
こ
と
を
念
じ
る
」
と
も
い
う
。（
こ
の
よ
う
に
真
の
友

人
は
見
返
り
を
求
め
な
い
も
の
な
の
に
）
同
期
の
相
手
に
も
の
も
い
え
ず
に
へ

り
く
だ
り
追
従
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。『
春
秋
』
は
褒
め
る
べ

き
は
褒
め
る
。
五
世
公
の
二
郡
で
の
推
挙
は
、
こ
れ
は
過
ち
で
あ
っ
て
褒
め
ら

れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
る
に
世
の
人
に
も
や
は
り
浅
薄
な
も
の
が
多
く
、

在
世
の
友
人
に
対
し
て
も
思
い
や
り
を
も
た
ず
、
亡
き
友
人
の
遺
族
に
対
し
て

も
手
厚
く
保
護
せ
ず
、
餓
寒
や
緊
急
の
事
態
に
も
、
落
ち
て
い
る
物
の
よ
う
に

扱
う
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
生
死
を
分
け
る
際
に
（
友
人
に
裏
切
ら
れ

て
）
刑
誅
を
受
け
る
は
め
に
な
る
者
も
い
る
。
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
心
が

あ
る
が
、
五
世
公
も
浅
薄
な
世
の
人
も
ど
ち
ら
も
適
切
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も

孝
廉
の
推
挙
や
官
吏
の
任
命
は
、
国
家
の
社
稷
と
民
生
に
関
わ
る
。
人
民
を
傷

め
る
こ
と
も
な
る
の
だ
か
ら
、
よ
く
よ
く
人
物
や
業
績
を
考
慮
し
て
後
々
の
こ

と
を
図
る
べ
き
な
の
だ
。

７
（
汝
南
戴
幼
起
）

　
汝
南
戴
幼
起（
１
）、

三
年
服
竟
、
讓
財
與
兄
、
將
妻
子
出
客
舍
中
住
、
官
池
田（
２
）以

耕
種
。
爲
上
計
史（
３
）、

獨
車
載
衣
資
、
表
「
汝
南
太
守
上
計
史
戴
紹
車
」。
後
舉

孝
廉
爲
陝
令（
４
）。

　
謹
按
、
禮
有
東
宮
西
宮
、
辟
子
之
私
、
不
足
則
資
、
有
餘
、
亦
歸
之
於
宗

也）
5
（

。
此
言
兄
弟
無
離
異
之
義
也
。
凡
讓
財
者
、
類
與
子
弟
、
子
弟
尚
幼
、
恩
情

注
、
希
有
與
兄
。
既
出
之
日
、
可
居
冢
下
。
冢
無
屋
、
宗
家
猶
有
羸
田
廬
、
田

可
首
粥
力
耳（
６
）、

何
必
官
池
客
舍
。
既
推
獨
車
、
復
表
其
上
、
爲
其
飾
僞
、
良
亦

昭
晰
。
幼
起
同
辟
有
薛
孟
嘗（
７
）者

、
與
弟
子
共
居
、
弟
子
常
求
分
、
力
不
能
止
、

固
乃
聽
之
、
都
與
、
奴
婢
引
其
老
者
、
曰
「
與
我
共
事
、
汝
不
能
使
之
。」
田

屋
取
其
荒
壞
者
、曰
「
我
少
時
所
作
買
、意
所
戀
也
。」
器
物
取
其
久
者
、曰
「
我

服
食
久
、
身
口
安
之
也
。」
外
有
共
分
之
名
、
内
實
十
三
耳
。
子
弟（
８
）無
幾
盡
之
、

輒
復
更
分
、如
此
者
數
。
傳
稱
袁
盎
三
兄
子
分
而
供
其
公
家
之
費（
９
）、此
則
然
矣
。

論
語
「
泰
伯
三
讓
、
民
無
得
而
稱
之
焉）

（（
（

。」
何
有
讓
數
十
萬
、
畏
人
而
不
知
、

欲
令
皦
皦）

（（
（

、乃
如
是
乎
。
方
之
袁
薛
、差
以
千
里
。
凡
同
居
、上
也
。
通
有
無
、

次
也
。
讓
、
其
下
耳
。
況
若
幼
起
、
仍
斯
不
足
貴
矣
。 

〔
注
〕

（
１
）
下
文
に
「
戴
紹
」
と
あ
る
の
で
、「
幼
起
」
は
字
で
あ
ろ
う
。
後
文
に
「
幼

起
同
辟
有
薛
孟
嘗
」
と
あ
る
。
薛
孟
嘗
は
「（
安
帝
）
建
光
中
（
一
二
一
）、

公
車
特
徴
、
至
、
拜
侍
中
。」
注
（
７
）
参
照
。 

（
２
）『
後
漢
書
』
肅
宗
孝
章
帝
紀
「
元
和
元
（
八
四
）
年
二
月
甲
戌
、
詔
曰

…
其
令
郡
國
募
人
無
田
欲
徙
它
界
就
肥
饒
者
、
恣
聽
之
。
到
在
所
、
賜
給
公

田
、
爲
雇
耕
傭
、
賃
種
餉
、
貰
與
田
器
、
勿
收
租
五
歳
、
除
筭
三
年
。
其
後

欲
還
本
郷
者
、
勿
禁
。」
孝
和
孝
殤
帝
紀
「
永
元
九
（
九
七
）
年
六
月
、
蝗
、

旱
。
戊
辰
詔
、
…
其
山
林
饒
利
、
陂
池
漁
採
、
以
贍
元
元
、
勿
收
假
税
。」

孝
安
帝
紀
「
永
初
元
（
一
〇
七
）
年
二
月
丙
午
、
以
廣
成
游
獵
地
及
被
灾
郡

國
公
田
假
與
貧
民
。」
な
ど
の
例
が
あ
る
。

（
３
）『
後
漢
書
』百
官
志
五「
毎
郡
置
太
守
一
人
、二
千
石
。
…
歳
盡
遣
吏
上
計
。

并
舉
孝
廉
、郡
口
二
十
萬
舉
一
人
。」孝
和
孝
殤
帝
紀「
永
元
十
四（
一
〇
二
）

年
、
是
歳
、
初
復
郡
國
上
計
補
郞
官
。」
李
注
「
前
書
音
義
曰
舊
制
、
使
郡

丞
奉
歳
計
、
武
帝
元
朔
中
令
郡
國
舉
孝
廉
各
一
人
與
計
偕
、
拜
爲
郞
中
。
中

廢
、
今
復
之
。」
上
計
史
と
な
っ
て
朝
廷
に
出
れ
ば
、
中
央
で
徴
辟
さ
れ
る
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（
三
）

應劭『風俗通義』過譽篇訳注稿（下）

子
封
王
、
其
郡
爲
國
、
毎
置
傅
一
人
、
相
一
人
、
皆
二
千
石
。
本
注
曰
、
傅

主
導
王
以
善
、
禮
如
師
、
不
臣
也
。
相
如
太
守
。
有
長
史
、
如
郡
丞
。」

（
16
）『
漢
書
』
武
帝
紀
「
元
光
元
（
前
一
三
四
）
年
冬
十
一
月
、
初
令
郡
國

舉
孝
廉
各
一
人
。」
師
古
曰
「
孝
謂
善
事
父
母
者
。
廉
謂
清
潔
有
廉
隅
者
。」

（
17
）『
禮
記
』
射
義
「
是
故
古
者
天
子
之
制
、
諸
侯
歳
獻
、
貢
士
於
天
子
、

天
子
試
之
於
射
宮
。」

（
18
）
呉
樹
平
、
王
利
器
共
に
『
羣
書
拾
補
』
の
「
以
」
を
「
文
」
の
誤
り
と

す
る
説
を
引
く
。
王
利
器
は
「
有
」
に
作
る
べ
き
と
い
う
。 

（
19
）『
春
秋
』
及
び
三
傳
に
こ
の
文
な
し
。

（
20
）『
禮
記
』
禮
器
・
雜
記
下
「
大
夫
三
月
而
葬
。」『
左
傳
』
隱
公
元
年
「
秋

七
月
…
天
子
七
月
而
葬
、
同
軌
畢
至
、
諸
侯
五
月
、
同
盟
至
、
大
夫
三
月
、

同
位
至
、
士
踰
月
、
外
姻
至
。」

（
21
）『
呂
氏
春
秋
』
恃
君
覽
「
郈
成
子
爲
魯
聘
於
晉
、
過
衞
、
右
宰
穀
臣
止

而
觴
之
、
陳
樂
而
不
樂
、
酒
酣
而
送
之
以
璧
。
顧
反
、
過
而
弗
辭
。
其
僕
曰

曏
者
、
右
宰
穀
臣
之
觴
吾
子
、
吾
子
也
甚
歡
、
今
侯
渫
過
而
弗
辭
。
郈
成
子

曰
夫
止
而
觴
我
、
與
我
歡
也
。
陳
樂
而
不
樂
、
告
我
憂
也
。
酒
酣
而
送
我
以

璧
、
寄
之
我
也
。
若
由
是
觀
之
、
衞
其
有
亂
乎
。
倍
衞
三
十
里
、
聞
甯
喜
之

難
作
、
右
宰
穀
臣
死
之
。
還
車
而
臨
、
三
舉
而
歸
。
至
、
使
人
迎
其
妻
子
、

隔
宅
而
異
之
、
分
祿
而
食
之
、
其
子
長
而
反
其
璧
。
孔
子
聞
之
曰
、
夫
智
可

以
微
謀
、
仁
可
以
託
財
者
、
其
郈
成
子
之
謂
乎
。」
高
誘
注
「
郈
成
子
、
魯

大
夫
也
。
右
宰
穀
臣
、
衞
大
夫
也
。」

（
22
）
呉
樹
平
、
王
利
器
と
も
「
不
飮
」
は
衍
字
と
い
う
。
こ
れ
に
従
う
。

（
23
）『
論
語
』
泰
伯
「
曾
子
曰
可
以
託
六
尺
之
孤
、
可
以
寄
百
里
之
命
、
臨

大
節
而
不
可
奪
也
。
君
子
人
與
、
君
子
人
也
。」
孔
注
「
六
尺
之
孤
、
幼
少

之
君
。（
百
里
之
命
、）
攝
君
之
政
令
。」
何
晏
注
「
大
節
、安
國
家
定
社
稷
、

奪
、
不
可
傾
奪
。」

（
24
）『
澘
夫
論
』
釋
難
「
夫
堯
舜
之
相
於
、人
也
、非
戈
與
伐
也
。
其
道
同
仁
、

不
相
害
也
。」
汪
繼
培
箋
「
相
於
、
兩
相
加
被
之
辭
。」

（
25
）『
史
記
』
魯
仲
連
鄒
陽
列
傳
「
鄒
陽
…
乃
從
獄
中
上
書
曰
…
諺
曰
有
白

頭
如
新
、
傾
蓋
如
舊
。
何
則
、
知
與
不
知
也
。」
索
隱
「
案
、
服
虔
云
人
不

相
知
、
自
初
交
至
白
頭
、
猶
如
新
也
。
…
按
、
家
語
、
孔
子
遇
程
子
於
途
、

傾
蓋
而
語
。
又
志
林
云
、
傾
蓋
者
、
道
行
相
遇
、
輧
車
對
語
、
兩
蓋
相
切
、

小
欹
之
、
故
曰
傾
也
。」

（
26
）『
漢
書
』
王
貢
兩
龔
鮑
傳
「
丁
・
傅
子
弟
並
進
、
董
賢
貴
幸
、（
鮑
）
宣

以
諫
大
夫
從
其
後
、上
書
諫
曰
「
…
以
苟
容
曲
從
爲
賢
、以
拱
默
尸
祿
爲
智
、

謂
如
臣
宣
等
爲
愚
。」

（
27
）『
春
秋
』
隱
公
元
年
「
三
月
、公
及
邾
婁
儀
父
盟
于
眛
。」『
公
羊
傳
』「
儀

父
者
何
、
邾
婁
之
君
也
。
何
以
名
、
字
也
。
曷
爲
稱
字
、
襃
之
也
。
曷
爲
襃

之
、
爲
其
與
公
盟
也
。
與
公
盟
者
衆
矣
、
曷
爲
獨
襃
乎
此
、
因
其
可
襃
而
襃

之
。
此
其
爲
可
襃
奈
何
、
漸
進
也
。」

（
28
）
呉
樹
平
、
下
句
に
照
ら
し
て
「
在
者
無
○
○
之
○
」
の
よ
う
に
脱
字
あ

り
、と
す
る
。
王
利
器
は
『
羣
書
拾
補
』
な
ど
の
引
く
嚴
于
鈇
本
に
よ
り
「
在

者
無
慇
懃
之
誼
」
と
す
る
。

（
29
）『
詩
經
』
小
雅
蓼
莪
「
父
兮
生
我
、母
兮
鞠
我
、拊
我
畜
我
、長
我
育
我
、

顧
我
復
我
、出
入
腹
我
。」
鄭
箋
「
育
、覆
育
也
。
顧
、旋
視
也
。
復
、反
覆
也
。

腹
、
懷
抱
也
。」

（
30
）『
論
語
』
先
進
「
子
路
使
子
羔
爲
費
宰
。
子
曰
賊
夫
人
之
子
。
子
路
曰

有
民
人
焉
、
有
社
稷
焉
、
何
必
讀
書
、
然
後
爲
學
。
子
曰
是
故
惡
夫
佞
者
。」

包
曰
「
子
羔
學
未
熟
習
而
使
爲
政
、所
以
爲
賊
害
。」
孔
曰
「
言
治
民
事
神
、

於
是
而
習
之
、
亦
學
也
。」

〔
訳
〕

　
南
陽
郡
の
五
世
公
が
広
漢
太
守
と
な
っ
た
。
彼
は
司
徒
長
史
の
段
遼
叔
と
同
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人
亦
多
淺
薄
、
在
者
無
之）
（（
（

、
亡
者
無
顧
覆）
（（
（

之
施
、
饑
寒
緩
急
、
視
之
若
遺
。
非

徒
如
此
而
已
、
至
有
可
否
之
際
、
受
刑
誅
者
。
人
各
有
心
、
兩
不
得
中
。
夫
孝

廉
平
除
則
有
社
稷
民
人）
（（
（

、
傷
及
民
人
、
實
宜
料
度
以
爲
後
圖
。

〔
注
〕

（
１
）
南
陽
郡
は
荊
州
に
属
す
る
。
王
利
器
は
「
世
公
」
を
字
と
し
た
上
で

伍
子
胥
が
「
五
子
胥
」
と
記
さ
れ
る
例
な
ど
を
引
き
、『
太
平
御
覽
』
巻

九
百
六
が
引
く
「
蕭
廣
濟
孝
子
傳
」
に
見
え
る
「
伍
襲
字
世
公
」
で
は
な
い

か
と
推
定
す
る
。

（
２
）
廣
漢
郡
は
益
州
に
属
す
る
。

（
３
）『
後
漢
書
』
百
官
志
一
「
司
徒
、
公
一
人
。
本
注
曰
掌
人
民
事
。
…
長

史
一
人
、
千
石
。」
段
遼
叔
は
不
詳
。

（
４
）安
作
璋
・
熊
鉄
基『
秦
漢
官
制
史
稿
』（
斉
魯
書
社
、二
〇
〇
七
年
第
二
版
）

は
「
郡
属
吏
」
二
「
門
下
親
近
属
吏
」
の
第
一
に
「
主
簿
」
を
挙
げ
、
太
守

の
左
右
に
あ
っ
て
、「
股
肱
近
臣
」
と
よ
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
指
摘
し

て
い
る
。
功
曹
の
職
務
が
具
体
的
に
決
ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
主
簿
の
職

務
は
固
定
し
て
お
ら
ず
、「
拾
遺
補
闕
」
に
当
た
っ
た
と
い
う
。

（
５
）『
易
』
剝
「
六
五
、
貫
魚
、
以
宮
人
寵
、
无
不
利
。」
孔
傳
「
貫
魚
謂
此

衆
陰
也
。
駢
頭
相
次
似
貫
魚
也
。」

（
６
）『
論
語
』
學
而
「
曾
子
曰
愼
終
追
遠
、民
德
歸
厚
矣
。」
孔
曰
「
愼
終
者
、

喪
盡
其
哀
。
追
遠
者
、
祭
盡
其
敬
。
君
能
行
此
二
者
、
民
化
其
德
、
皆
歸
於

厚
也
。」

（
７
）
東
來
郡
は
青
州
に
属
す
る
。
蔡
伯
起
父
子
は
不
詳
。

（
８
）
呉
樹
平
は
「
生
交
」
を
「
主
方
」
の
誤
り
で
、「
主
方
薬
」
の
こ
と
で

は
な
い
か
と
す
る
。
王
利
器
は
「
詣
生
」
を
「
諸
生
」
の
誤
り
と
し
、「
交
」

を
下
句
に
続
け
る
。
今
王
利
器
に
従
い「
諸
生
」と
し
、「
交
」の
下
で
句
切
る
。

（
９
）「
劇
」
は
「
劇
縣
」、統
治
す
る
の
が
難
し
い
県
。
安
・
熊
前
掲
書
は
、「
察

挙
」
四
「
其
他
特
科
」
に
「
能
治
劇
」
は
官
吏
を
察
挙
す
る
と
き
の
一
科
と

し
、「
能
治
劇
」と
さ
れ
る
者
は
一
般
に
郡
守
・
県
令
に
任
用
さ
れ
る
と
い
う
。

（
10
）『
後
漢
書
』郡
國
志
四
に
よ
れ
ば「
平
春
縣
」は
荊
州
江
夏
郡
に
属
す
る
。

『
後
漢
書
』
百
官
志
五
「
毎
縣
・
邑
・
道
、
大
者
置
令
一
人
、
千
石
。
其
次

置
長
、四
百
石
。
小
者
置
長
、三
百
石
。
侯
國
之
相
、秩
次
亦
如
之
。
…
縣
、

萬
戸
以
上
爲
令
、
不
滿
爲
長
。
侯
國
爲
相
。
皆
秦
制
也
。
丞
各
一
人
。
尉
大

縣
二
人
、小
縣
一
人
。
本
注
曰
、丞
署
文
書
、典
知
倉
獄
。
尉
主
盗
賊
。」『
漢

書
』
百
官
公
卿
表
上
「
縣
令
・
長
、皆
秦
官
、掌
治
其
縣
。
萬
戸
以
上
爲
令
、

秩
千
石
至
六
百
石
。
減
萬
戸
爲
長
、
秩
五
百
石
至
三
百
石
。」

（
11
）
郡
國
志
四
に
よ
れ
ば
「
武
當
縣
」
は
荊
州
南
陽
郡
に
属
す
る
。「
尉
」

は
注
（
10
）
参
照
。

（
12
）「
車
騎
將
軍
」
は
注
（
13
）
参
照
。『
後
漢
書
』
張
法
滕
馮
度
楊
列
傳
「
馮

緄
字
鴻
卿
、巴
郡
宕
渠
人
也
。」
孝
廉
に
挙
げ
ら
れ
、隴
西
太
守
、遼
東
太
守
、

京
兆
尹
、
司
隷
校
尉
、
廷
尉
、
太
常
な
ど
を
歴
任
し
た
後
、
武
陵
の
蛮
夷
の

叛
乱
を
鎮
圧
す
る
た
め
に
車
騎
将
軍
を
拝
す
。孝
桓
帝
紀「
延
熹
三（
一
六
〇
）

年
十
二
月
、武
陵
蠻
寇
江
陵
、車
騎
將
軍
馮
緄
討
、皆
降
散
。
…
五（
一
六
二
）

年
冬
十
月
、
武
陵
蠻
叛
、
寇
江
陵
、
南
郡
太
守
李
肅
坐
奔
北
弃
市
。
辛
丑
、

以
太
常
馮
緄
爲
車
騎
將
軍
、
討
之
。
…
十
一
月
、
馮
緄
大
破
叛
蠻
於
武
陵
。」

馮
緄
本
伝
に
は
延
熹
三
年
の
こ
と
は
見
え
な
い
。

（
13
）
百
官
志
一
「
將
軍
、
不
常
置
。
本
注
曰
、
掌
征
伐
背
叛
。
比
公
者
四
、

第
一
大
將
軍
、
次
驃
騎
將
軍
、
次
車
騎
將
軍
、
次
衞
將
軍
。
又
有
前
・
後
・

左
・
右
將
軍
。
…
其
領
軍
皆
有
部
曲
。
大
將
軍
營
五
部
、
部
校
尉
一
人
、
比

二
千
石
。
軍
司
馬
一
人
、
比
千
石
。
部
下
有
曲
、
曲
有
軍
候
一
人
、
比
六
百

石
。
…
其
餘
將
軍
、置
以
征
伐
、無
員
職
、亦
有
部
曲
、司
馬
、軍
候
以
領
兵
。」

（
14
）
郡
國
志
二
に
よ
れ
ば
「
新
陽
」
は
豫
州
汝
南
郡
に
属
す
る
侯
国
。

（
15
）
郡
國
志
三
に
よ
れ
ば
「
下
邳
國
」
は
徐
州
に
属
す
る
。
百
官
志
五
「
皇

（
三
）

應劭『風俗通義』過譽篇訳注稿（下）

子
封
王
、
其
郡
爲
國
、
毎
置
傅
一
人
、
相
一
人
、
皆
二
千
石
。
本
注
曰
、
傅

主
導
王
以
善
、
禮
如
師
、
不
臣
也
。
相
如
太
守
。
有
長
史
、
如
郡
丞
。」

（
16
）『
漢
書
』
武
帝
紀
「
元
光
元
（
前
一
三
四
）
年
冬
十
一
月
、
初
令
郡
國

舉
孝
廉
各
一
人
。」
師
古
曰
「
孝
謂
善
事
父
母
者
。
廉
謂
清
潔
有
廉
隅
者
。」

（
17
）『
禮
記
』
射
義
「
是
故
古
者
天
子
之
制
、
諸
侯
歳
獻
、
貢
士
於
天
子
、

天
子
試
之
於
射
宮
。」

（
18
）
呉
樹
平
、
王
利
器
共
に
『
羣
書
拾
補
』
の
「
以
」
を
「
文
」
の
誤
り
と

す
る
説
を
引
く
。
王
利
器
は
「
有
」
に
作
る
べ
き
と
い
う
。 

（
19
）『
春
秋
』
及
び
三
傳
に
こ
の
文
な
し
。

（
20
）『
禮
記
』
禮
器
・
雜
記
下
「
大
夫
三
月
而
葬
。」『
左
傳
』
隱
公
元
年
「
秋

七
月
…
天
子
七
月
而
葬
、
同
軌
畢
至
、
諸
侯
五
月
、
同
盟
至
、
大
夫
三
月
、

同
位
至
、
士
踰
月
、
外
姻
至
。」

（
21
）『
呂
氏
春
秋
』
恃
君
覽
「
郈
成
子
爲
魯
聘
於
晉
、
過
衞
、
右
宰
穀
臣
止

而
觴
之
、
陳
樂
而
不
樂
、
酒
酣
而
送
之
以
璧
。
顧
反
、
過
而
弗
辭
。
其
僕
曰

曏
者
、
右
宰
穀
臣
之
觴
吾
子
、
吾
子
也
甚
歡
、
今
侯
渫
過
而
弗
辭
。
郈
成
子

曰
夫
止
而
觴
我
、
與
我
歡
也
。
陳
樂
而
不
樂
、
告
我
憂
也
。
酒
酣
而
送
我
以

璧
、
寄
之
我
也
。
若
由
是
觀
之
、
衞
其
有
亂
乎
。
倍
衞
三
十
里
、
聞
甯
喜
之

難
作
、
右
宰
穀
臣
死
之
。
還
車
而
臨
、
三
舉
而
歸
。
至
、
使
人
迎
其
妻
子
、

隔
宅
而
異
之
、
分
祿
而
食
之
、
其
子
長
而
反
其
璧
。
孔
子
聞
之
曰
、
夫
智
可

以
微
謀
、
仁
可
以
託
財
者
、
其
郈
成
子
之
謂
乎
。」
高
誘
注
「
郈
成
子
、
魯

大
夫
也
。
右
宰
穀
臣
、
衞
大
夫
也
。」

（
22
）
呉
樹
平
、
王
利
器
と
も
「
不
飮
」
は
衍
字
と
い
う
。
こ
れ
に
従
う
。

（
23
）『
論
語
』
泰
伯
「
曾
子
曰
可
以
託
六
尺
之
孤
、
可
以
寄
百
里
之
命
、
臨

大
節
而
不
可
奪
也
。
君
子
人
與
、
君
子
人
也
。」
孔
注
「
六
尺
之
孤
、
幼
少

之
君
。（
百
里
之
命
、）
攝
君
之
政
令
。」
何
晏
注
「
大
節
、安
國
家
定
社
稷
、

奪
、
不
可
傾
奪
。」

（
24
）『
澘
夫
論
』
釋
難
「
夫
堯
舜
之
相
於
、人
也
、非
戈
與
伐
也
。
其
道
同
仁
、

不
相
害
也
。」
汪
繼
培
箋
「
相
於
、
兩
相
加
被
之
辭
。」

（
25
）『
史
記
』
魯
仲
連
鄒
陽
列
傳
「
鄒
陽
…
乃
從
獄
中
上
書
曰
…
諺
曰
有
白

頭
如
新
、
傾
蓋
如
舊
。
何
則
、
知
與
不
知
也
。」
索
隱
「
案
、
服
虔
云
人
不

相
知
、
自
初
交
至
白
頭
、
猶
如
新
也
。
…
按
、
家
語
、
孔
子
遇
程
子
於
途
、

傾
蓋
而
語
。
又
志
林
云
、
傾
蓋
者
、
道
行
相
遇
、
輧
車
對
語
、
兩
蓋
相
切
、

小
欹
之
、
故
曰
傾
也
。」

（
26
）『
漢
書
』
王
貢
兩
龔
鮑
傳
「
丁
・
傅
子
弟
並
進
、
董
賢
貴
幸
、（
鮑
）
宣

以
諫
大
夫
從
其
後
、上
書
諫
曰
「
…
以
苟
容
曲
從
爲
賢
、以
拱
默
尸
祿
爲
智
、

謂
如
臣
宣
等
爲
愚
。」

（
27
）『
春
秋
』
隱
公
元
年
「
三
月
、公
及
邾
婁
儀
父
盟
于
眛
。」『
公
羊
傳
』「
儀

父
者
何
、
邾
婁
之
君
也
。
何
以
名
、
字
也
。
曷
爲
稱
字
、
襃
之
也
。
曷
爲
襃

之
、
爲
其
與
公
盟
也
。
與
公
盟
者
衆
矣
、
曷
爲
獨
襃
乎
此
、
因
其
可
襃
而
襃

之
。
此
其
爲
可
襃
奈
何
、
漸
進
也
。」

（
28
）
呉
樹
平
、
下
句
に
照
ら
し
て
「
在
者
無
○
○
之
○
」
の
よ
う
に
脱
字
あ

り
、と
す
る
。
王
利
器
は
『
羣
書
拾
補
』
な
ど
の
引
く
嚴
于
鈇
本
に
よ
り
「
在

者
無
慇
懃
之
誼
」
と
す
る
。

（
29
）『
詩
經
』
小
雅
蓼
莪
「
父
兮
生
我
、母
兮
鞠
我
、拊
我
畜
我
、長
我
育
我
、

顧
我
復
我
、出
入
腹
我
。」
鄭
箋
「
育
、覆
育
也
。
顧
、旋
視
也
。
復
、反
覆
也
。

腹
、
懷
抱
也
。」

（
30
）『
論
語
』
先
進
「
子
路
使
子
羔
爲
費
宰
。
子
曰
賊
夫
人
之
子
。
子
路
曰

有
民
人
焉
、
有
社
稷
焉
、
何
必
讀
書
、
然
後
爲
學
。
子
曰
是
故
惡
夫
佞
者
。」

包
曰
「
子
羔
學
未
熟
習
而
使
爲
政
、所
以
爲
賊
害
。」
孔
曰
「
言
治
民
事
神
、

於
是
而
習
之
、
亦
學
也
。」

〔
訳
〕

　
南
陽
郡
の
五
世
公
が
広
漢
太
守
と
な
っ
た
。
彼
は
司
徒
長
史
の
段
遼
叔
と
同
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應
劭
『
風
俗
通
義
』
過
譽
篇
訳
注
稿
（
下
）

道
　
家
　
春
　
代

　
本
稿
は
、
後
漢
應
劭
『
風
俗
通
義
』
第
四
過
誉
篇
の
訳
注
で
あ
る
。（
上
）

は『
名
古
屋
大
學
中
國
語
學
文
學
論
集
』第
二
十
一
輯（
二
〇
〇
九
年
十
二
月
）

に
掲
載
し
た
。
本
文
に
は
原
則
と
し
て
呉
樹
平
『
風
俗
通
義
校
釋
』（
天
津
人

民
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）
を
用
い
、
香
港
中
文
大
學
中
國
文
化
研
究
所
『
風

俗
通
義
逐
字
索
引
』（
香
港
・
商
務
印
書
館
、
一
九
九
六
年
）、
王
利
器
『
風
俗

通
義
校
注
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）、
趙
泓
『
風
俗
通
義
全
訳
』（
貴
州

人
民
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）、
及
び
季
嘉
玲
「
風
俗
通
義
校
注
」（『
臺
灣
師

範
大
學
研
究
所
集
刊
』
第
二
十
一
號
、
一
九
七
七
年
）
を
参
照
し
た
。
残
念
な

が
ら
朱
季
海『
風
俗
通
義
校
箋
』（
学
術
書
林
、一
九
九
六
年
）は
入
手
で
き
ず
、

見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
目
　
　
次

６
（
南
陽
五
世
公
）

７
（
汝
南
戴
幼
起
）

８
（
江
夏
太
守
河
内
趙
仲
讓
）

６
（
南
陽
五
世
公
）

　
南
陽
五
世（
１
）公爲
廣
漢
太
守（
２
）、
與
司
徒
長
史
段
遼
叔（
３
）同
歳
。
遼
叔
大
子
名
舊
、

才
操
鹵
鈍
、
小
子
髠
既
見
齒
鄕
黨
。
到
見
股
肱（
４
）曰
「
太
守
與
遼
叔
同
歳
、
恩
結

締
素
、
薄
命
早
亡
、
幸
來
臨
郡
、
今
年
且
以
此
相
饒
舉
其
子
。
如
無
罪
得
至
後

歳
、貫
魚
之
次（
５
）、敬
不
有
違
。」
有
主
簿
柳
對
曰
「
明
府
謹
終
追
遠（
６
）、興
微
繼
絶
、

然
舊
實
不
如
髠
、宜
可
授
之
。」世
公
於
是
厲
聲
曰「
丈
夫
相
臨
、兒
女
尚
欲
舉
之
、

何
謂
高
下
之
間
耶
。
釋
兄
用
弟
、此
爲
故
殃
段
氏
之
家
、豈
稱
相
遭
遇
之
意
乎
。」

竟
舉
舊
也
。
世
公
轉
換
南
陽
、
與
東
萊
太
守
蔡
伯
起（
７
）同

歳
、
欲
舉
其
子
。
伯
起

自
乞
子
瓚
尚
弱
、
而
弟
琰
幸
以
成
人
。
是
歳
舉
琰
、
明
年
復
舉
瓚
。
瓚
十
四
未

可
見
衆
、
常
稱
病
遣
詣
生
交（
８
）、

到
十
八
乃
始
出
治
劇（
９
）、

平
春
長）
（（
（

。
上
書
「
臣
甫

弱
冠
、
未
任
宰
御
、
乞
留
宿
衞
。」
尚
書
劾
奏
增
年
受
選
、
減
年
避
劇
、
請
免

瓚
官
、
詔
書
左
遷
武
當
左
尉）
（（
（

。
會
車
騎
將
軍
馮
緄）
（（
（

南
征
武
陵
蠻
夷
、
緄
與
伯
起

同
時
公
府
辟
、
瓚
爲
軍
曲
候）
（（
（

。
瓚
歸
卧
家
、
軍
功
除
新
陽
長）
（（
（

、
官
至
下
邳
相）
（（
（

。

　
謹
按
、
古
無
孝
廉）
（（
（

、
唯
有
貢
士）
（（
（

。
貢
士
恩
義
、
經
傳
無
以
也）
（（
（

。
春
秋
諸
侯
朝

覲
會
遇
、
大
夫
亦
豫
其
好）
（（
（

。
禮
記
曰
「
大
夫
三
月
葬
、
同
位
畢
至）
（（
（

。」
此
言
謹

終
悼
亡
、
不
説
子
弟
當
見
寵
拔
也
。
魯
有
郈
成
叔
聘
衞）
（（
（

、
右
宰
穀
留
而
觴
之
、

陳
樂
而
不
樂
、
酒
酣
而
不
飮）
（（
（

、
送
以
璧
、
其
妻
孥
�
宅
而
居
之
、
分
祿
而
食
之
、

其
子
長
乃
反
其
璧
。
孔
子
稱
「
可
寄
百
里
之
命
、
託
六
尺
之
孤
、
臨
大
節
而
不

可
奪）
（（
（

。」
相
於）
（（
（

之
義
、
具
於
此
矣
。
語
有
曰
「
白
頭
如
新
、
交
蓋
如
舊）
（（
（

。」「
簞

食
壺
漿
、
會
於
樹
陰
。」「
臨
別
眷
眷
、
念
在
報
効
。」
何
有
同
歳
相
臨
而
可
拱

默
者
哉）
（（
（

。
春
秋
因
其
可
襃
而
襃
之）
（（
（

、
若
乃
世
公
二
郡
之
舉
、
斯
爲
過
矣
。
然
世


